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１．議事日程 

   （平成１６年第４回安芸高田市議会１２月定例会第９日目） 

 

平成１６年１２月２１日 

午 前 １ ０ 時 開 会 

於 安 芸 高 田 市 議 場 
 
日 程 第 １   会議録署名議員の指名 

日 程 第 ２   一般質問 
  
 
２．出席議員は次のとおりである。（２０名） 

        １番         明 木 一 悦          ２番     秋 田 雅 朝 

        ３番     田 中 常 洋          ４番     加 藤 英 伸 

        ５番     小 野 剛 世          ６番     川 角 一 郎 

        ７番     塚 本  近          ８番     赤 川 三 郎 

９番     松 村 ユ キ ミ    １１番     青 原 敏 治 

   １２番     金 行 哲 昭        １３番         杉 原  洋 

   １４番     入 本 和 男        １５番     山 本 三 郎 

   １６番     今 村 義 照    １７番     玉 川 祐 光 

   １８番     岡 田 正 信    １９番     渡 辺 義 則 

   ２０番     亀 岡  等    ２２番     松 浦 利 貞 

 

 

   ３．欠席議員は次のとおりである。（２名） 

１０番     熊 高 昌 三    ２１番     藤 井 昌 之 
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   ４．会議録署名議員 

       １３番     杉  原    洋    １４番        入  本  和  男 

 
 

   ５．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（２０名） 

市     長    児 玉 更太郎     助     役    増 元 正 信 

収 入 役    藤 川 幸 典             参 事    小 野  豊      

総 務 部 長    新 川 文 雄     自治振興部長    田 丸 孝 二 

市 民 部 長    廣 政 克 行   
福祉保健部長兼

福祉事務所長 福 田 美 恵 子 

産業振興部長    清 水  盤     
建設部長   

兼公営企業部長    金 岡 英 雄 

教 育 長    佐 藤  勝   教 育 次 長    杉 山 俊 之      

消 防 長    村 上  紘     八千代支所長    平 下 和 夫 

美土里支所長    立 川 堯 彦     高 宮 支 所 長    猪 掛 智 則 

甲 田 支 所 長    武 添 吉 丸     向 原 支 所 長    益 田 博 志 

総 務 課 長    高 杉 和 義     財 政 課 長    垣 野 内  壮 

 
 

   ６．職務のため議場に出席した事務局の職氏名（５名） 

   事 務 局 長  増 本 義 宣   事 務 局 次 長    光 下 正 則 

議事調査係長  児 玉 竹 丸   書 記  国 岡 浩 祐 

   書 記    倉 田 英 治 
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～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前１０時００分 開会 

◯松 浦 議 長   それでは、おはようございます。 

時間が参りましたので、ただ今の出席議員は２０名であります。 

定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、予めお手元に配布したとおりであります。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１  会議録署名議員の指名 

◯松 浦 議 長   日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第７９条の規定により、議長において、１

３番杉原洋君、１４番入本和男君を指名いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第２  一般質問 

◯松 浦 議 長   日程第２、前日に引き続き、一般質問を行います。 

それでは質問の通告がありますので、順次発言を許します。 

１８番、岡田正信君。 

◯岡 田 議 員   議長。おはようございます。通告に基づきまして、１８番岡田正信質問

させていただきます。協働のまちづくりと関係します市長の政治姿勢につ

いてお伺いしとるわけですが、この中で５点にわたって市長に所見をお伺

いいたします。 

先日に続きましての一般質問に入るわけですが、議員の中の不幸があり

まして議事日程が繰り上げられまして、先日はその気でおったんですがち

ょっと拍子抜けしまして、質問事項が前日の同僚議員がされた中で、私の

質問と重複することがあるかもしれませんが、その点はご了解いただきま

して質問に入らせていただきます。 

まず１点目の同和行政の終結はどのように考えておられるか、お尋ねし

ますのと、２番目の部落解放同盟への安芸高田市協議会への団体補助金の

１千５００万円は今後どうされるかという、この２点は関連しております

ので市長に所見を伺うわけでございますが、ご承知のとおり、合併前の協

定書にはですね、同和対策事業は廃止、または一般対策に移行するという

ことがうたわれていたことは私も承知をしているんですが、これは私とい

たしましては、この合併そのものがあまりにも短期間の内に日程を定めて

行われた関係上、旧６町のそれぞれの制度そのものも、予算規模も持ち込

んだために、この１６年度予算というのは、この同和対策事業の一部が残

り、あるいはこの部落解放同盟の団体助成金も１千５００万円が計上され

たと、このように６月の議会でも予算特別委員会でも明らかになったと思

うんです。その協定書を具体化するにあたっては、私も一度市長にお伺い

したところでございますが、一般対策に移行する、若しくは廃止するとい

うことは、この協定書の中では他のいろんな制度については３年以内にと

いうことがありましたけども、ここに限って言いますと、その期限も明示

されてないですから、前回の定例議会でも任期中にされるかどうかという
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こともお伺いしたわけですが、これも時間の制限がありまして、３度の質

問ができないという状況で結論をいただいておりませんので、この度お尋

ねするところでございます。 

２番目の予算の１千５００万円の計上については、予算特別委員会でも

明らかになりましたように、この特別委員会では我が日本共産党の同僚議

員としましての提案を修正案というかたちで出しまして、可決に至らなか

ったという経過を見るにおいてはですね、わずか１票差ということでござ

いましたので、全体の市民の気持ちも、議会議員の気持ちも大方そういう

ような方向に進んでいるというように私は考えるわけですが、新年度の予

算について、この問題をどのようにされるかお尋ねするところであります。 

ちなみに、付け加えて申し上げますと、その経過の中ではですね、１６

年度の予算を編成するにあたっての趣旨説明の中でも、先ほども申し上げ

ましたけども、旧町の事業、その他の関係もそのまま持ち込んだという説

明の中で、そういう予算付けの中でもですね、この部落解放同盟の１千５

００万円という予算計上はいささか問題があったと。と申しますのも、い

ろいろな常任委員会とかそれらで明らかになりましたように、旧高宮町の

３００万円、吉田町の４００万円、甲田町の２１５万円、八千代町の３１

５万円、美土里町にわたっては前年度はなかったと。さらになかったから

１３年度の分を加えて、美土里町の２７０万円は１３年度のものを計上し

たということから考えましても、予算編成上では大きな問題があったと、

私は思うわけですが、それらを考えまして市長はどのように考えておられ

るか、お尋ねするところでございます。 

３番目の３２の地域振興会の育成には、市職員の日常活動が地域に求め

られると思うんですが、具体的な計画があるかという私の質問でございま

すが、と申しますのも、先日の１２月のあきたかた広報でございますが、

非常に地域振興会への基本計画の中でのうたわれておりますように、この

振興会の育成が今後の安芸高田市にどう位置付けされるか、この広報紙ひ

とつに見ましてもよく分かるわけですが、これからのまちづくりは非常に

大事な事業と言いますか、まちづくりの基本のなすところだと思うんです。

それには安芸高田市におきましても、もう実績のある川根の実績も載って

おります。しかし、３２の振興会が一度に同じようなスタンスでスタート

できないことも、私承知しますので、この３２の振興会をできるだけ早く

本当の機能できるまちづくりの中心舞台になるように育成するためには、

職員のやはり位置付けが非常に重要だと思うわけです。広報紙をみまして

も、研修会を開かれておるようでありますが、しかし、ハード事業とは違

いましてソフト面の事業を進める上では、ちょっとした研修では、ちょっ

と言うたら語弊がありますが、研修だけではなかなかその地域、地域の実

態そのものも住民もですが、リードをされる方々ももちろん職員もですが、

身に付くのが難しい面が多々あると思うんです。これも前回の定例会で私、

市長とも質問させていただきまして、市長の見解も伺っとるわけですが、

それを振興会の育成について職員の位置付け、日常活動をどうするかとい
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うことについて、お尋ねするわけですが、例えばふるさと一品運動で有名

な大山町にはですね、振興会とは違いますが皆さんもご承知とは思います

が、栗と梅ですね、これをつくってハワイへ行こうというキャッチフレー

ズの元に、このまちづくりをされたということから考えますと、この当時

は全国でまだそういう事業をしてない時代でありましたけど、当時そのま

ちでは米作りをしているところに、転作に梅と栗を植えて収入を上げてハ

ワイへ行こうと、こういう運動だったんですが、それを実行する前にこの

農家の皆さんの意向、地域の皆さんがどうかということを、当時の町長は

職員の数名を、言うならばフリータイムというかたちで家から役場へ直に

出勤せずに、地域へ用があるときは地域へ行って、夜レポートを出したり

というようなユニークな制度をされまして、これが実ったということを私

お話しを聞いたことがあるんですが、例えばそういう制度でも設けてです

ね、３２の地域振興会ができるだけ早く軌道に乗ると。まちづくりの軌道

に乗るということを考えておられるか、お尋ねするところであります。 

４番目の支所長の権限もそれにつながるんですが、現在の支所長の権限

をそういう制度を導入したときには支所長の、これは条例もでありますけ

ども、そういう権限を支所長に与えて、その旧支所長の状態そのものをど

う掴むかということを支所長に権限を与えるという、私の発想と言います

か、提案と言いますか、それを含めての支所長の権限をお尋ねするところ

であります。 

財政計画の問題につきまして、財政計画と１７年度の予算編成の基本姿

勢について、お尋ねするわけですが、基本的には旧６町のサービスがどの

ようになるか、この点と関連するわけですが、前日の同僚議員のいろいろ

な質問の中で、財政状況厳しいという中で、これは今年度予算の編成にあ

たっても、それからこれまでの旧町の予算編成にあたっても、私なりにそ

のことは理解するわけですが、要は、昨日の同僚質問の中にも市長が答弁

されてるように、小泉内閣の三位一体は結局のところは財源移譲はできな

い自治体は、自分で、それも財源を生むことができないから非常に困ると

いうところに終わっとるわけですが、この小泉内閣のやり方を、縮小版を

安芸高田市に持ってこられては困ると。これは市財政当局、市長もそのよ

うにお考えだと思いますが、今までの市長の答弁を聞いておりますと、や

やもするとその方向に行くんではないかと、私一人の心配かもしれません

けども、そういう気がしてならんのであります。私は、この事業計画に上

がっております第２庁舎の建設、それから文化ホールの建設、加えて葬斎

場の建設、これは合併協定書の中の基本計画の中に上がっておりますから、

これを今さらゼロにスタートということにはならんかと思いますけども、

財政状況から考えますと、計画が計画であっても中身については慎重に検

討するという市長の答弁でありましたけども、もう既に第２庁舎について

は位置と文化ホールが同じとこで設定できると決まっているというよう

な答弁を、私は昨日そのように印象を受けて聞いているんですが、その文

化ホールと第２庁舎の併用で建設する規模の問題なんかも、私まだわかり
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ませんけども、その中身については具体的にはまだないかも分かりません

けど、議場を含めての第２庁舎のおよその計画が見直すべきは見直すと。

財政状況を考えたら見直すべきは見直すと言われたんだったならば、その

中身について、分かっておるところは、既にもう明らかにしてという姿勢

がないと、安芸高田市の新しいまちづくりの基本構想であります地域振興

会の立ち上げ、これを本当のまちづくりの基本舞台にするという市長のお

考えならば、その点を明らかにする必要があるやに思うわけです。したが

って５番の財政計画と１７年度の予算編成の基本姿勢についてとお尋ね

しているのは、ここのところが大きなキーポイントを握ると思います。そ

こで、将来の安芸高田市の財政計画も大事でありますが、最初の前半が非

常に大事だとも聞いております。ところが、この大きな事業である特例債

の使える時期に使わなくちゃあ、早く使わないと県の状況も国の状況もい

つまでもこういう特例債があるとは限らないという見通しの上で、昨日の

答弁でございますが、しかし、安芸高田市の財政状況を考えると、１０年

以後は大変なことになる。そこらまでを試算の上で当初の基本計画に則っ

て、どこらまでそこらの見通しを立っておられるのか、お尋ねするところ

であります。そのしわ寄せが旧町のサービスに住民のサービスを低下をさ

せるような方向へ進んでは、これは住民のこれまでの期待に応えられない、

こういう状況になるんではないかと、私は危惧して質問するところであり

ます。 

あと、残りました質問については、自席にて再質問させていただきます。 

◯松 浦 議 長  ただ今の岡田正信議員の質問に対し、答弁を求めます。市長、児玉更太

郎君。 

◯児 玉 市 長   ただ今の岡田議員さんのご質問でございます。まず、同和行政の終結は

というお尋ねでございます。国における特別立法のもと、昭和４４年以来、

３３年間にわたり同和対策事業を行い、その結果同和地区の生活環境は改

善されております。平成１４年３月に特別法は失効し、一般対策へ移行と

なりました。一般政策への移行は新市として旧６町の同和行政の実績と成

果を踏まえつつ、さらに平成９年７月に策定された人権教育のための国内

行動計画や、平成１２年１２月施行の人権協議及び人権啓発の推進に関す

る法律などを基底といたしまして、すべての人権問題に取り組んでいく人

権行政として再構築を図っていく所存でございます。また、教育とともに、

課題として残っております人材育成を目的とした就労、就業等の援護資金

制度の移行措置につきましては、今後諸般の状況を勘案した上、慎重に検

討して対応していきたいと、このように考えておるところでございます。

ご指摘のように、合併協定書の中に同和対策、同和教育事業の取り扱いと、

こういう５２項目の中の１項目に合併協定の中にこれはございまして、同

和対策、同和教育については一般対策へ移行を行うということを、はっき

り明記をしておるわけでございまして、それに従って移行していきたいと、

このように考えておるところでございます。 

それから、部落解放同盟安芸高田市協議会への団体補助金に関するお尋
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ねでございますが、各補助団体への活動助成金は、団体からの前年度事業

見込書と当該年度事業計画に基づいて交付いたしておるところでござい

ます。また、各助成団体には本市の行財政改革を進める中で、助成金の減

額にはご協力をいただいており、このように今後減額の方向で対処をして

いきたいと、このように考えておるところでございます。 

それから、協働のまちづくりと市長の政治姿勢ということでのお尋ねで

ございます。３２の地域振興会組織の育成へと市職員の日常活動の具体的

計画はというご質問でございます。地域振興会の活動や運営には、財政的

な支援はもとより、人的な支援が極めて重要な要素であると考えておりま

す。特に地域振興会活動が継続し、充実していくためには市の職員が地域

活動に積極的に関わりを持ち、組織活動をサポートすることが必要と考え

ております。職員の持つ情報とか事務能力が地域活動を支える大きな力と

なると考えております。こうした基本認識のもとに、現在地域振興組織と

職員の関わりについてをテーマとした地域振興推進員を講師とし、全職員

を対象として、現在研修を進めておるところでございます。また、地域振

興会組織を業務として直接サポートする各地域振興課、自治振興課職員を

対象とした研修も、現在実施しておるところでございます。こうした研修

をとおして市職員の自覚と積極的な地域活動への参加を促すとともに、気

概をもったコーディネーター型の職員の育成を行って参りたいと、このよ

うに考えておるところでございます。 

次に、協働のまちづくりと市長の政治姿勢について、支所長の権限とい

うお尋ねでございます。現在の各支所の体制につきましては、既にご承知

のとおり支所長を中心といたしまして支所に地域振興課、市民生活課、業

務管理課の３課体制で合併前の旧町単位を対象区域として、地域の総合窓

口として業務を遂行いたしているところでございます。とりわけ、その中

の地域振興課におきましては、支所長の指揮のもとに各振興会組織と密接

に連携し、市民の皆さんの協働のまちづくりの最前線に立っておる部署で

ございます。支所長はご存知のとおり、部長職でございますが、このよう

な観点から申し上げますと、旧町単位での総合窓口の総括責任者といたし

まして、あらゆる行政事務事業の計画執行において、本庁の各部長と連携

をいたしまして円滑な市政運営への調整役として、前向きで積極的な職務

遂行が求められています。 

以上のことから、支所長の職務はまちづくりの第一線を担う職責として、

絶えず地域の実情を的確に把握し、地域課題への解決への大きな責任を負

うものと考えております。 

次に、同じく協働のまちづくりと市長の政治姿勢の中の財政計画と１７

年度予算編成の基本姿勢と、こういうことでございます。長引く景気の低

迷、国の三位一体改革、また旧町からの負債を引き継いでおり、現下の本

市の財政基盤を考慮いたしますと、平成１６年度にもまして平成１７年度

予算は、さらに厳しい環境になるということは、避けられないと思います。

地方自治体の予算編成の方針となります地方財政の収支見通しでござい
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ます。国の定める平成１７年度の地方財政計画につきましては、三位一体

改革の財務省案、そしてこれを受けての政府案とが１２月末、昨日は基本

が決まったようでございますが、まだその具体的な内容は県に下りてきて

おりませんので、具体的にはどのように影響してくるかというのは、まだ

未定でございますが、近日中にそれぞれ国、県、各市町村へと、そういう

内容が具体的に指示が下りてくるというように考えております。このよう

なことを踏まえまして、平成１７年の予算編成にあたりましては、職員ひ

とり一人が主体的かつ積極的に知恵を出して、適正な財源確保と徹底的な

経費の見直しを行うとともに、限られた財源を最大限に有効活用するため

の厳正な施策選択や重点化を推進いたし、市民の皆さんに信頼される、よ

り効率的で効果的な行政執行と財政運営の確立を目指して参りたいと考

えておるところでございます。 

以上、基本的な問題についてお答えをさせていただきました。 

◯松 浦 議 長   ただ今、市長の答弁を終わります。 

◯岡 田 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長  再質問を許します。１８番、岡田正信君。 

◯岡 田 議 員   最初の同和行政の終結は、一般対策に移行すると、若しくは廃止すると

いうことは、一般対策に移行すると、これは前回の私の質問と同じ答弁で

ございますが、見通しについては市長はどのように考えておられるのか。

前回も任期中にそういう方法で、今４項目についての扶助制度があります。

その点を、何年計画でやるかどうかというところを、まず１点お伺いしま

す。 

それから、補助金の問題については、減額する方向でどの団体も見直し

て減額しておるんだからこのように位置付けると。本年の１６年度の予算

についてはこれはやっぱし特別扱いされとるんです。ですからこの点も踏

まえての減額にする考えがあるかどうか。 

それから、３２の振興会には研修を含めて自治振興課が中心となって各

支所長の権限まではいきませんけど、各支所長のその地域の振興会へのど

ういうんですか、その地域のまちづくりの大きなウェイトを占めると、支

所長も。ありましたけども、自治振興部としては、今の研修も含めてコー

ディネーター制度も設けていろいろと３２の振興会が早く軌道に乗るよ

うにというようでございますが、しかしこの川根の振興会というのは、市

長の地元であります川根の振興会のことは一番よく知っておられると思

いますけども、私がよく聞くのには、自然発生的にこの振興会ができたわ

けでもありませんし、行政指導でできたわけでもないんですね。大雪とか、

災害とか、こういう中から川根の地域が協働の理念とまではいかんでも、

当時は助け合いということから発生したように私は認識しとるわけです。

大山町の例を私出しましたけども、これはまちづくりの所得を上げるとい

う状況から、地域振興づくりにとっては関係ありませんけども、その新し

い大山町の町長が、そういう施策を進めるにあたっては、やはりそれなり

の随分の努力をされとるわけですよ。１つは例で出しましたけども、それ
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に匹敵するような、職員をその地域へ全部入らせて、何人かの職員を人数

は私、覚えとりませんけども、そして住民の意向を聞いて、栗と梅をつく

って所得を上げる運動を盛り上げたというんですが、そこのところをかえ

たんならば、この地域振興会をつくるのに、今の制度を否定はしませんよ。

皆さんやっとってんですから、ええんでしょう。それに加えてそういう制

度まで設けると、より早く川根の振興会並みとはいきませんけど、その何

十年かかかってできたところを、２年、３年でババッといかんでしょう。

その地域の事情がありますから。ところがそれに近づける方法としては一

つの案ではないかと思うんですが、市長はどのように考えておられるか、

お尋ねするところでございます。 

財政計画の問題では、やはり特例債の問題が、私一番気になるんですが、

いい制度であっても、やはり財政を１０年間見た場合に、財政を圧迫する

ことは間違いないです。地方交付税の問題も本年度まだ明らかになりませ

んけども、政府は制度そのもの、三位一体そのものは、どういう方向で市

長がみられとるかということですよね。地方自治体には財源移譲はしても

らっても、先日の答弁でも、我が安芸高田市は税収は取るとこがない。そ

ういう制度で国は進めてくるわけですよ。ですからその特例債そのものも、

無尽蔵にあるわけではないわけですから。割り当てられた二百九十数億の

特例債の持ち分を、とてもじゃないが全部は使えんです。来年度の予算の

住民サービスの関係で申し上げますと、まだ合併して１年経ちませんから、

旧町の制度そのものが税収の問題にしても、取り方にしましても、学校教

育の行政につきましても、いろいろアンバランスなところがあります。で

すからそこのところを見直すのに、来年度の予算に向けてはどの程度、前

市の６旧町のアンバランスを平準化できる見通しがあるのか。それによっ

ては住民の関わるサービスの問題が復活できるのか、より悪くなるのか。

例えばこの間の決算委員会でも明らかになりましたけども、１つの例です

けども、税金を納税組合を作っとるとこも作ってないとこも、作っとると

こでもまだ制度が違うと、こういうバラつきがあるわけですから、いろん

な面であると思います。そこらの精査いうか、見直しを１７年度に活かせ

るところまできとるのかどうか。以上、お尋ねいたします。 

◯松 浦 議 長  ただ今の再質問に対し、答弁を求めます。市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   同和問題については、度々申し上げましておりますように、合併協定に

基づいて一般施策に移行すると、その時期が示してないというのが、今の

岡田議員さんのご指摘であろうと思います。この問題については、いつの

時点で完全に一般施策に移行できるかというのは、我々もできるだけ早い

時期に移行したいと、こういうことは考えておりますが、いろいろ諸般の

事情もございます。また、この補助金につきましてもご指摘のとおり、平

成１６年度は各町の旧来のものをそのまま持ってきたということもあり

ますので、１７年度は適正な補助金にしていきたいと、このような考えも、

今もって、予算組の中でどのようにするかというのを考えて参りたいと、

このように考えております。 
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また、現在残っております援護資金につきましても、やはり本当に援護

の要るところもございますし、やはり一般に移行せにゃあいけんというと

ころもあるわけでございますんで、これは暫時そういう方向で考えて参り

たいと、このように考えております。 

それから、地域振興会といわゆる住民の協働のまちづくりの基本的な問

題について、ご指摘でございますので、２、３、我々の今までやってきた

ことについてのお話しをさせていただきたいと思います。 

それぞれ地域振興会というのは３２ございますが、今からの行政という

のは度々申し上げておりますように、もちろんハードもやり残したものは

やっていかにゃあいけんと。これは順次予算を付けてやっていくと。しか

し、ハードが終わったから、やれソフトだという時代ではないわけで、や

っぱり平行しながらソフトをやって本当に住んで良かったと言えるよう

な地域を早く作り上げると、こういうことが大事だろうと思います。その

１つの方法が、それにもいろいろあると思いますが、１つの方法が地域振

興会を力をつけてもらって、行政と住民が一緒にやっていこうという試み

であるわけでございます。それに対する職員の関わりということでござい

ますが、やはり先般来、地域推進員を中心に職員教育を計画的にやってお

ります。今、５４０人あまりの職員の６割ぐらいはもう済んだんじゃない

かと思いますが、まだ今から計画的に４０人、５０人単位の研修を積んで

おるとこでございますが、その中でも今後本当にいいまちをつくっていく

のは、市の職員が力を出さにゃあいけんと、こういう話をしております。

もちろん市の職員というのはやるべきことは当然職員としてやらにゃあ

いけんのですが、それぞれの地域へ帰ったら地域のいろいろな面で活動に

参加する。若い職員でスポーツが好きならスポーツの世話をするのも良か

ろう。あるいは女性の皆さんが女性会の世話をするのも良かろう。あるい

は農業関係のグループのリーダーになって新しい農業を築く組織をつく

るのも良かろう。いろいろやっぱりそれぞれ職員の持ち分があるわけで、

これをやはり地域に帰ってやることが、安芸高田市が早く活力を生むもと

になるんだと。それだけに市の職員に情報も収集しておりますし、またそ

れだけの能力も期待されておる、このように考えるわけでございまして、

これが本気になって地域で動くかどうかというのが、今一番求められてお

ることであるわけでございまして、そういうことを職員にも話をしており

ます。大体、それぞれの地域の行事を覗いてみますと、かなりの職員がで

すね、それぞれの地域で下働きをしておるというのは、私はいい方向であ

ろうと、このように考えております。それで、それぞれ振興会によって違

いますが、振興会によっては職員を事務局に据えたとこもございますし、

私はいつも言うんですが、｢振興会で大将になっちゃいけんが、やっぱり

事務局を命じられたら事務局はやはり職員の１つの仕事として請負え｣と、

こういう話もしておるわけでございますが、やっぱり振興会がうまく動こ

うと思いますと、やっぱり事務局がしゃんとしとらんとなかなか動かんと

いうことがございますので、それが今、ご指摘の職員の参加ということで
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はなかろうかと思います。 

それで、担当職員を付けるかどうかということでございます。これは今

後の課題であると思います。素晴らしい地域づくりをしておる先進的なと

ころの振興会には、役場の職員が担当職員としてそれぞれの振興会へ幹部

クラスが付いておるところもあります。美土里町の振興会も、合併前には

そういう担当職員をそれぞれ４つの振興会へ付けられとったということ

も聞いておりますし、この担当職員も機械的に付けるとですね、なかなか

うまくいかんという問題もございます。その地域へ行って馴染めないとい

う問題があるわけですよね。それよりか、地域の皆さんが地域から出とる

職員をこれと、これと、この人間はしゃんとしとるけえ、こんなあ事務局

へ入れと、私はそういう事務局を命じられた職員は地域でも認められたと

いうように、私は考えるわけでありますが、そういうような方法もいろい

ろあると思いますんで、今後、それはいい視点に立ってのご指摘でありま

すので、やっていきたいと、このように考えております。 

それから、今後の予算組みの財政の問題でございます。今全国で合併が

起こっておる一番大きな狙いというのは、合併特例債の恩典に預かりたい

というのが一番大きな流れであるわけでございます。それだけに、これだ

け合併が進むと合併特例債の種は切れてしまうという心配があるわけで

ございますが、そういう中でやはり合併特例債という特典がないと、今か

らやっていこうとする最小限の箱物はできないということでございます。

そうは言いながら、７割は戻っても３割は負担せにゃあいけんという、後

年度ですね、そういう財政負担がかかってきますのでそこは慎重にやって

いくということが必要であると思います。それで、特に第２庁舎、文化ホ

ールの問題につきましては、９月末の定例会で場所は決定していただいと

るわけで、その時論議はあったわけでありますが、この場所を決定するの

は議決事項はどうかということがあったわけでございますが、これは議決

事項には馴染まないので、市長報告で報告せいという議会のご了解を得て、

場所の決定は市長報告で決定をさせていただいたと、こういうことでござ

いますが、今後場所だけは決定していただきましたが、全く白紙でござい

ますので、今から議員の皆さんと一緒にどういうものをつくっていくかと

いうのは、具体的に協議をさせていただいて、一番やはり効率のいいもの

で、しかも財政的にも負担のかからないものを考えて、議員の皆さんと一

緒に考えていきたいと、このように今考えておるところでございます。設

計も何も、まだかかっておりませんので、白紙の段階で皆さんとご協議を

していきたいと、このように考えておるところでございます。 

◯松 浦 議 長  市長の答弁を終わります。質問はいいですか。 

◯岡 田 議 員   はい、いいです。 

◯松 浦 議 長  はい。それでは休憩をいたします。 

１０時５５分まで休憩をいたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前１０時４５分 休憩 
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午前１０時５５分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

◯松 浦 議 長  それでは会議を再開いたします。 

引き続き質問の通告がありますので発言を許します。１３番、杉原洋君。 

◯杉 原 議 員  １３番、杉原でございます。通告に基づきまして、市長に３点ほどお伺

いをいたします。質問は簡潔に要点のみ行います。 

第１点目でありますが、美土里町下北地区にある有機肥料会社の悪臭の

公害で、地元住民は非常に悩んでおられるのが現状であります。これまで、

新市の指導はどのようにしておられるのか、また以前合併前は美土里町、

現在の美土里支所で指導にあたっておられました関係上、美土里支所との

連携を図られて地元住民が毎日快適な生活ができるように、会社へ指導さ

れる義務があろうかと思うものでありますが、このことについての所見を

お伺いいたします。 
第２点目でありますが、美土里町横田地区の簡易水道事業の進捗状況に

ついて伺うものであります。平成１５年度におきましては、旧美土里町で

委託料１千４７０万円を計上して試掘調査１０ヵ所をしておられるよう

に聞いております。また、平成１６年度安芸高田市の当初予算におきまし

て、１千万円の委託料が計上してあります中で、現在どのような調査の結

果が出ているのか、お伺いをいたします。 
質問の３点目でありますが、畜産振興策についてお尋ねをするものであ

ります。現在、安芸高田市の畜産、とりわけ和牛、乳牛におきましては古

い歴史と伝統の中で飼育経営者の方は、地域の基幹産業としてまことに熱

意を持って取り組み、経営の成果を上げておられます。和牛におきまして

は平成１３年より芸北地域事務所の指導を受け、育種改良３原則に基づき、

広島牛１億円プロジェクト事業を推進し、着々とその成果を上げておられ

るところであります。今後、産地の維持拡大、後継者の育成等、この畜産

振興をより一層推進していくためにも、安芸高田市を畜産振興地域に指定

をされることが大切であろうと思うのでありますが、市長の所見をお伺い

します。 
以上、３点をお伺いをいたします。なお、再質問は自席にて、必要があ

る場合にはお伺いさせていただきます。 

◯松 浦 議 長  ただ今の杉原洋君の質問に対し、市長の答弁を求めます。市長、児玉更

太郎君。 

◯児 玉 市 長   杉原議員の公害問題についてのご質問でございます。ご質問は美土里町

の下北にございます業者が行っております堆肥製造の業種とする、業者の

名前はアルファ有機の事業所、これは都市下水の汚泥を中心にした処理施

設でございます。堆肥を製造しておるわけでございますが、これの発生す

る不快臭のことであるというように認識をさせてもらっております。この

問題につきましては、美土里町時代から行政において施設の改善等、協議

をして対処されてきているところでございます。工場が来た年代は私もち

ょっと今記録がございませんが、おそらく来てから１７、８年になるんで
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はなかろうかと、このように思うわけでございますが、当初は地元も誘致、

半分は土地を提供したり、いろいろお世話をされた経過もあるわけでござ

いますが、最初５、６年はあまりそういう問題もなかったわけですが、だ

んだん堆肥が溜まったり、ご存知のようになかなか売れないという問題が

ございまして、そういう問題で悪臭に住民の皆さんが悩まされとると、こ

ういう状況でございます。 

また下北地区の住民の皆さんもですが、これは生田川が挟んで対岸に高

宮町の行田という集落がございますが、かえって行田集落の方へ風が吹い

て来るという問題がございまして、両町にやはり問題が起こっておると、

こういうことでございます。高宮時代には一番の被害者は高宮だというこ

とで、美土里町へいろいろ抗議を申し込んだこともあるわけでございます

が、美土里町でもいろいろ対処はして来られた経過がございます。行政で

も美土里町時代から施設の改善等の協議を度々今までされておるところ

でございます。本市といたしましても事業者へその不快臭の解消の対策に

ついて、現在も手を打っておるとこでございます。なかなか決め手がない

というのが実態でございまして、非常に困っておるということでございま

すが、その都度、業者へも厳しい指摘をして今後ともそのことは続けてき

たいと、このように考えておるところでございます。 

それから、横田地区の簡易水道の整備事業の進捗についてというご質問

でございます。横田地区の簡易水道は、計画給水人口が大体１千人でござ

いまして、１日目標取水量が概ね４００立米、４００トンの計画で平成元

年頃から旧美土里町で水源調査及びため池からの取水等を検討して参り

ましたが、ため池からの取水を断念し、ボーリング調査に切り替えたとこ

ろでございます。このことによりまして、横田地区矢賀におきまして、平

成１５年２月に既設工の取水量調査を、平成１５年３月にはボーリング調

査をいたしましたが、いずれも計画取水量には至りませんでした。また、

平成１６年１月にほととぎす遊園上流地域において水源調査を実施いた

しましたが、取水可能と見込める水量は概ね日量１５０トンであり、目標

水量の４００トンにはかなり不足しておる状況でございます。本年度は、

昨年の調査地点に継いで有望と思われる地点として、具体的には竹の内た

め池上流部を主に調査を行いたいと考えておるところでございます。また、

今までの調査と併せて目標水量に達した場合でも取水地点が散在します

と、施設整備に多額の費用を要することになるため、竹の内ため池付近以

外の調査も併せて実施できる限り、少ない取水場所で有効な水源を確保し

て参りたいと考えておるところでございます。 

業務の執行状況でございますけども、ボーリング調査及び水質調査を予

定しており、平成１７年１月中には発注をする予定にしておるところでご

ざいます。 

次に、畜産振興についてのご質問でございますが、本市の畜産業は、食

生活の多様化をはじめ、需要の増大等を背景として順調な発展を遂げ、農

業の基幹部分の１つになっております。しかしながら、一方におきまして
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は、家畜使用者の高齢化、後継者不足等により使用者数の減少に加えまし

て、ＧＡＴＴウルグアイラウンド農業合意に基づく乳製品及び畜産物の関

税の引き下げによります畜産物の輸入の増大、ＢＳＥの発生など、新たな

国際環境におかれ、畜産業を取り巻く行政が非常に厳しい情勢になりつつ

あるわけでございます。このような中で本市におきましては畜産物の安定

供給、経営感覚に優れた生産性の高い経営者の育成を図るため、乳牛、和

牛とも本市独自の諸施策も踏まえ、総合的に推進しているところでござい

ます。ご質問の畜産振興地域の指定でございますが、既に合併前から３町

が酪農、肉用牛近代化地域の指定を受けております。この指定に基づいて

広島牛１億円産地化プロジェクト事業や、現在整備中の高宮堆肥センター

整備事業等、計画的に事業推進しておるところでございます。なお、酪農、

肉用牛近代化地域計画は、経営基盤強化法に基づくもので、今後におきま

してもこの計画をもとに、国、県事業などの活用により推進を図って参り

たいと考えております。以上でございます。 

◯松 浦 議 長  これで市長の答弁を終わります。 

杉原議員質問はいいですか。 

◯杉 原 議 員  議長。 

◯松 浦 議 長  再質問を許します。 

◯杉 原 議 員  はい、市長の懇切な前向きな答弁をいただきまして、ありがたく思って

おりますが、公害問題でありますが、これも関係地域の方が言われるのに

ですね、日によれば洗濯物まで臭くなると言うてんですね。それから今度

は街へ出ておられる子どもさんが帰って来られて、泊まっていくことがで

きんと。すぐ帰っていくというような状況の臭気であると言われるんです

ね。私も実際にそこへ行ってですね、夜がふけるまでずっとおってみまし

た。まったくこりゃあね、｢こがあじゃあどがんもならんの｣いうようなで

すね、私の思いです。それが毎日なんですよね。そこへおられる方は。そ

ういったことがですね、果たしてええもんじゃないと思うんですね。そう

いうことがないようにですね、改善策と言いますか、指導ですね、これを

していただくとか、住民の立場になってですね、していただくことが大事

なことだと思います。努力をしていただいておりますんで、これより申し

上げませんが、そういう実態でございます。 

そして横田地区の水源も、答弁にありましたように、平成元年からずい

ぶん長くですね、ご苦労をいただいております。私も存じておるわけであ

りますが、ここらも美土里町では農業集落排水を一番先にやっていこうと

いう計画を立った時もあったわけでございます。が、しかしながら水源の

確保ができんというので、これが変更になっておるというような状況でご

ざいます。そしてですね、非常に財源の乏しい中での調査をされておられ

るわけでございます。ここらあたりが平成元年だったと思うんですよね。

それを合計すれば膨大な金額になると思います。一生懸命やっていただい

とる中で、それを指摘するのはいかがとも思いますけれども、やはりです

ね、投資効果が出ていくように、また関係地区の住民の皆さんに早く快適
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な生活、いわゆる上水ですよね、が、引かれて、ひいては下水もこれに伴

うわけでありますんで、そういったことを無駄のないようにですね、して

いく必要があろうかと思います。 

そしてですね、３番目の畜産振興でありますが、これは本当にこれまで

にもいろいろとご配慮をいただき、振興策をですね、進めてきておってい

ただくわけであります。安芸高田市全体にはこの関係が少ないわけであり

ますけども、安芸高田市の畜産は県下でもですね、ランクの高いところに

あるわけでございます。この火を消さないようにするにもですね、この策

は是非とも必要であると思います。 

先般も農林水産課長さんともお話しをいたしましたが、この指定も年限

があるそうでございます。そうした中で、年限が来たならばすぐにですね、

引き続きこういった施策をとっていただきたいと、いうふうに思うわけで

あります。これは桁が違うんですが、今年の６月３０日の農業新聞にも農

水省が示しとるわけですよね。大規模専業の育成提起いうことをですね。

これに当てはまるわけではありませんけれども、こういった地域がですね、

施策を打っておるところほど、やはり国、県も手を差し伸べることが早く

ですね、できてきて、いわゆる飼育者、関係者ですね、潤うんではなかろ

うかと。ひいてはですね、この畜産がもたらす影響というものはですね、

米確立対策ですか、今去年からですね、水田農業経営確立対策という事業

にかかっとりますけども、米の生産調整に伴う減反というものをですね、

余儀なく強いて来られる中で、畜産の盛んなところはですね、やはり転作

の消化を正確にされてですね、補助金も他のもんよりは、国から県からた

くさんいただいておられる。同時にですね、地域の環境美化に非常に役立

っとるように私は思っております。同時に昨日もありましたように、売れ

る米作りですか、これが求められているというような秋田議員の質問に対

して答弁の中にありましたが、売れる米作りが求められているというのが

ありましたが、まさしくそのとおりでございます。それを担っていくのが

何かと言いますとやはり家畜であります。こだわり米、堆肥の入ったもん

であります。そういったですね、大きな、幅広い、利益を生む役割を持っ

ておる畜産であります。今後ですね、今人によりゃあですよ、牛を飼いよ

うる家はおかしいんじゃないかという方もおられますけども、それはそれ

として、やっていこうとしておられる意欲のある方は、非常に元気を出し

ておられます。そういった中でも今後安芸高田の畜産を発展さしていくた

めには、私も続けていただきたいと強く要望いたしまして、私の質問を終

わります。 

◯松 浦 議 長  答弁を求めます。市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   美土里町北地区におきます公害の問題については、先ほど具体的にです

ね、深刻な状況もご報告をいただいておりますので、関係の皆さんと十分

協議をしながら対処していきたいと思います。聞くところによると、もう

少し奥地に入っていくという手もあるようでございますが、やはり立地の

問題もございますので、そういう本当に５、６００メーターしかおそらく
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離れてないと思います。民家から。そういうところに元々つくったことそ

のものが、やっぱり問題であったというように私は思います。 

その当時は地元も喜んで土地も提供してもらったようないきさつもあ

るわけでございます。そういうことを今後やっぱり十分業者とも協議をし

ながらですね、やっていきたいと、このように考えていきたいと思います。 

それから横田地区簡易水道の件でございますが、これはもう美土里町時

代からですね、水源を度々探されたが、水源が見つからないという問題で

行き詰まって現在まで来ておるということであります。したがって、水源

が確保されれば問題ないわけでございますが、もしか水源が確保されない

場合は、やっぱり何か縮小したいい方法があるんじゃあなかろうかと。お

そらく横田地区にバラバラに家があるところへ全部管を引いてですね、簡

易水道をするというのはですね、莫大な私は予算が必要なという気がする

わけで、今後の財政から見てもですね、もうちょっといい、簡便な方法は

ないだろうかというようなことも、ちょっと頭を切り換えてみる必要があ

るんじゃなかろうかと思いますが、担当のほうがまだちょっと頭が切り換

わりませんので、そこらを今後やっぱりもうちょっと頭を切り換えるとい

う方法が必要じゃないかと、このように思います。 

それから、畜産振興につきましては、３町で酪農、肉用牛の近代化地域

の指定を受けて、今まで積極的にいろいろの施策をやって来られておりま

して、関係者の皆さんに心から敬意を表したいと思いますが、今後ともこ

れを続けていって、畜産振興をやっていくということで、今は美土里、高

宮、甲田に大体家畜が集中して、一部向原にもございますが、こういうこ

とでございますんで、特に堆肥の供給という視点からも、ご指摘のように

振興が必要だろうというように考えております。 

◯松 浦 議 長  これで、杉原議員の質問を終わります。 

引き続き質問の通告がありますので発言を許します。１４番、入本和男

君。 

◯入 本 議 員   １４番、入本和男でございます。１１月の市会議員選挙においては、微

力な私ではございますが、住民の皆さんから付託を受け、今後４年間児玉

市長並びに執行部、同僚議員２２名と、人輝く安芸高田、協働のまちづく

りに参加できたことを非常に光栄に思うとともに、多く責任を感じており

ます。そういう意味でこの度の一般質問につきましては、先に行われまし

た支所別懇談会報告書の中から私の施政方針に基づく案件を何件か拾い

まして、この度の一般質問にまとめさせていただきました。と、申します

のも、今回我々使命といたしましては、住民の声を市政に反映するという

のが基本的な使命であると、私は常日頃思っておりまして、その中で貴重

な意見をそのまま報告書にまとめて市民の皆様に報告しないのは、議員と

してはいかがなものかと思いまして、この度の一般質問でございます。 

質問の内容を見ますと、市長に対しては１４件、それから福祉保健部長

に対しましては７件、総務部長に対しましては４件、それから建設部長に

９件、産業振興部長については７件、市民生活部長については２件、自治
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振興部長については１９件、教育長については５件いうように、６８件の

報告書がまとめられ、先日の市の広報だよりに報告があったわけでござい

ます。しかし、報告の中には検討というかたちで終わっておりまして、市

の皆様には回答がないわけで、今後のこのお預かりした案件を市と我々議

会がですね、どのように皆様方に具体的に報告し、実際にできるものとで

きないものを皆様に協力をお願いするものであろうかと思うんですが、そ

のあたりを市長に伺いながら実践に向けて皆様の福祉向上に向けて努力

したいというふうに思っております。 

先に通告に基づいております大枠４件について、既に私の質問に対して

具体的な回答も出とるわけでございますけれども、あえて質問をさせてい

ただきます。 

１におきましては振興会についてでございますが、これについても当然

報告書の中にあったわけでございますけど、既にこの件につきましては、

１から３に設けております地域推進委員との職員との活動状況、それから

本庁と各支所の振興会の連携を一定水準まで引き上げると、これは７月２

日の企画常任委員会の中で、一定水準まで引き上げるという答弁がありま

したので、この中に入れさせていただきました。先ほどの中では、市長の

答弁によりますと、職員は現在研修を進めておると、担当課も積極的にや

っておると。振興会には人的支援が必要であると。将来はコーディネータ

ーの役割も必要と。そういう振興会におきましては非常に前向きな回答が

あるわけでございますが、ここで具体的に聞くよりか、提案をして市長の

考えを求めた方が、私はよろしいかと思いまして、やはり市長さんの答弁

にもありましたように、振興会が輝くと言いますか、生き生きすると言い

ますか、そういうところはやはり市の職員がリーダーシップをとってやっ

とられる。または農協の職員がリーダーシップをとって、地域に入り込ん

で、一緒になって農業者若しくは振興会の皆さんとですね、やっておられ

るということでございます。安芸高田市におきましては、職員の皆さんが

１５０名多いという評価になっとるわけでございますが、私はリストラを

好むものではございません。いかに仕事を見つけてですね、それを還元す

るかというのが一番大事かと私は思っております。是非来年の人事におき

ましてはですね、３２の振興会にですね、各支所ごとにですね、この振興

会というものは私も昨日川根に夜遅くでございましたけども、川根という

ところはやはり生きてるなと思いました。現在でもあれだけの整備をされ

てですね、個人的なことではありますけど、この度の熊高さんのお父さん

が亡くなられた祭壇を見させてもらってもですね、やはりその地域におら

れた方というのは、この地域で育ててもらった感謝を地域に返すんだとい

う、その気持ちがですね、現在表れとってですね、やはり川根に行くたび

に川根地区は生きてるなと思いました。これも、今、辻駒さんという立派

な方がおられるわけでございますけど、この方がそれだけの予算を持ち込

んで地域を動かしていると。これは並大抵の人ではできないと。日本に注

目を浴びる振興会というのは川根というふうになっておりますけど、これ
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を是非ですね、安芸高田市に広めるためには、失礼な言い方ですけど、余

剰人員と言われている３２名の振興会プロジェクトを組んでいただくの

が、これは本当の協働のまちづくりになるんではないかと、私は今日の市

長さんの答弁を聞いた中で、そういうふうに思いました。是非、この３２

名のプロジェクトをですね、各支所に出向させて、地域住民になりその地

域住民が輝くように是非これは来年度へ向けて思い切った、これが児玉市

長であるというこの代案をですね投入していただきまして、地域が本当に

行政を振り回すと言いますか、活力を付けるというのはこの振興会しかな

いと私も常々甲田町におきましても８年前の国体を見ましても、大成功に

終わったのは一人ひとりの力でございました。これを今やらなくてはいつ

やるかと。市政というものは思いついて成功するまで１０年かかると思い

ます。それを５年以内にしようとすればですね、現在の経済の流れからし

ても１０年ではスパンが長すぎると思います。５年にするためにも即実行

というかたちを、現在のこの市政の中で一番先に取り組んでいただくのは

ハード面よりかソフトと言われたなかで、これをやるとですね、随分私は

次に掲げてくる福祉問題にしても男女共同参画についても、学校教育につ

いても、救急の分駐についてもですね、すべてが解決の目途に立つのでは

と思いまして、是非地域振興会につきましてはその１点を市長さんの決断

を伺ってみたいというように思っております。 

次に、福祉の充実でございますけど、これは福祉の充実につきましては

ですね、生活交通確保について、それから福祉教室、講座、振興会関係出

前サービスの実施についてと書いておるわけですが、それともう１点は高

齢者の福祉計画１７年度の策定計画について伺おうというように、これは

非常に各部長さんがですね、積極的な前向きな発言をされとるというのが

あるわけでございます。支所別懇談会においても生活交通確保については、

５町の方から皆さん方が提案されておると。さすがに吉田町ではこういう

不便さがないのかなと、皮肉な言い方になるかもわかりませんけども、思

いますけども、やはり美土里町、それから向原、それから甲田、いうとこ

ろからそういう問題が出ておるということも分かるような気がしますし、

これは是非とも一個人ではどうにもできない問題でありますので、現在の

バス補填の９千５００万をゼロにしてでも、また新たに経費がかかっても

ですね、その交通アクセスというものの考え方を変えるという部長さんの

考え方を尊重しまして、再度ここで本当に生活交通確保についての現状を

伺うものでございます。 

次に福祉教室でございますけど、非常に健康という面に皆さんも感心を

もっておられます。その中でですね、先に部長さんが答弁されとるわけな

んですけど、福祉の出前サービスは市内でも既に取りかかった地域がござ

いますと。今後どんどん普及させながら中心部にあるデイサービスセンタ

ーなどの施設に行かなくても、振興会単位で出前サービスが受けれるとい

ったものを考えたいと思っております。今後どんどん普及させながらとい

うのは勢いがありますよね。それが現在の高齢者の健康というものが、国
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保にも削減になってくるような気がしますし、また地域の活性化になりま

すし、高齢者のまた余生の人生の中にも非常に明るい話題だと思いますの

で、その問題につきまして、具体的な方向性を伺うものでございます。 

次に男女共同参画でございますが、これは今人口減で非常に人口減がす

るのが当たり前だというふうに思うのが現状でございますけども、やはり

少子化問題はここにおいて放置しておくわけにいかないと。若者定住、少

子化問題は安芸高田市においてはこれだけ自然に恵まれて、また環境にお

いても非常に近隣においても優れた地域だと思っております。工業誘致は

無理だとしましてもですね、交通アクセス等を考えましたら、この男女共

同参画の中でですね、やはり少子化問題を考えていかなくてはいけないん

じゃないかというように思っております。この中にもやはり子育て支援策

の中で保育料を安くしてくれという声があったわけでございますけど、そ

れに代わるものというものを、金ではないですよという、そういうありが

たい答弁があるわけですけど、その代わるものとはどのような考え方をさ

れて、女性に対するあたたかい施策を考えておられるのか伺うものでござ

います。また、女性会の補助金でございますけども、女性会も非常に甲田

を見ましてもですね、入らない地域もあり、入っとられる方もあるわけで

ございますけど、女性の方は補助金に頼って物事を計画されておることも

事実でございますし、一生懸命やろうとされてるんですけど、まだ空回り

されとるとこもあるかと思います。そういう意味でやはり補助金というも

のは大きな役割がありますので、その計画内容を伺うものであります。 

その次に男女共同参画の審議会の現状と、委員会の構成メンバーについ

て伺うというふうにしておるわけでございますが、やはりこの中にはです

ね、最近若い女性の方もですね、非常に地域に根ざすというかたちで一部

チラホラと関心を持っておられるように、私は見受けるわけでございます。

そういう意味でやはり構成メンバーにつきましてはですね、非常に大きな

ウェイトがあろうかと思います。そういう意味で伺います。 

次に学校教育でございますけど、この学校教育ではですね、非常に私た

ちも常日頃から非常に危惧しとるところがあるわけでございますが、この

先日いただきました過疎地域自立促進計画の中にもですね、学校教育の中

にまさにこのことがうたってあるわけでございます。児童、生徒数は過疎

化少子化影響によって年々減少しており、小学校では１３校の内、全学年

で複数クラスを維持しているのは１校で、今後適切な規模を確保するため

学校の統廃合について検討を進めていく必要があると。学習内容について

は心の教育とともに国際化、情報化、科学技術の進展等の社会の急激な変

化に対応していくための基礎学力の向上を図ることや、総合的な学習、高

度な学習、特色ある教育の進展を進めていく必要があると、ずっとその項

目が書いてあるわけでございますが、ここで気になるのは、統合というこ

とが出てくるわけでございます。この統合というのはですね、非常に地域

振興会にとりましても寂しい思いがあるわけでございます。甲田町におき

ましても浅塚、深瀬というのが既に統合してですね、浅塚についてはまだ
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原型を残しておるわけでございますが、深瀬地域におきましては民間の手

に渡りまして残念ながら現在屋根が落ちてですね、非常に地域を象徴する

ようなかたちになっとるわけでございます。そういう意味を込めましても、

その統合というものを進めていく、検討するということは、進めるんでな

くて、私は歯止めをかけなくてはならないという、歯止めの中には先ほど

の少子化問題等が絡んでくるわけでございますけど、施策がいかに必要か

というのは、この度の甲田町の中学校の生徒数と高宮町の生徒数などでご

ざいますけど、甲田町は人口が多いんでありますけど、中学校の生徒数は

高宮に負けとる言うたら失礼なんですが、少ない人口に負けるような現状

が表れとるのが現実でございます。それを高宮さんを尊敬しなくてはなら

ないというのはやはり川根の若者定住という、そういう施策を打たれた感

じで、現在川根におきましてもですね、３２名の内の１９名が転入者が学

校、地域を活気づけさせとると。これがいかにトップの施策のウェイトを

占めているかというのが、ここに顕著に表れてくると思います。よって、

私がここでうたっとるのは、逆をとればですね、統合というふうに取れる

かもわかりませんが、今年の丹比西ですか、吉田町においてもこの安芸高

田市の中にある大きな町におきましても統合を進められとる、この歯止め

をですね、するかというのは、これは民間に頼っていたんでは決していか

ないというものがあろうかと思います。その点についてですね、教育長に

伺うのも本来かと思いますが、これはやはり市長がですね、教育問題、人

口問題等を含めた時にですね、ここは避けて通れない長期計画によってで

すね、現状維持していくため、また適正な教育現状を維持するためにです

ね、この施政方針に基づく必要がある。必要があると言っても５項目あっ

てですね、その後に４７ページの方にはですね、対策というものが書いて

あるわけでございます。これがただ単なる計画案で終わるのでなくてです

ね、実施に移さなくてはならないと思います。実施に移すためにはですね、

そのやはり適正化検討委員会の設置についてはですね、非常に大きなウェ

イトが占めとると思います。その点について学校教育についての２点につ

いて伺うものでございます。 

次に救急の分駐については、｢もう入本やめとけや｣と言われるかと思わ

れるんですが、やめるにやめない事情がですね、ここに私も消防議会にお

らせていただきまして、１３年の１２月にこの分駐の案を取り上げていた

だきまして、９月といい、１２月定例といい、各議員さんが分駐について

取り上げられております。非常に消防議会に入って私は良かったなと思っ

たのはですね、素晴らしい高田消防組合の皆さんはですね、資料をまとめ

ておられます。議会に入られた方は既にお目通しをされたかと思いますけ

ど、さすが消防の職員さんだなと、非常に細かく几帳面に規律のある内容

を提示させまして、｢これを活かさない議員は何をしとるか｣というふうに

お叱りを消防署長の方から受けるんじゃないかというように、私は尻を叩

かれたような気がしとるわけです。と、申しますのも、消防というのは私

も先入観では火事を非常に想定をしとったわけでございますけど、火事の
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件数はやはり消防署、組合のお陰で横ばい状態になっとるわけでございま

す。しかしながら、救急の搬送件数はですね、４７年が１３４に対してで

すね、平成１４年では１,１９６件という、これはもうこれだけ成長すれ

ば非常にいいわけですが、悪い方へ成長しとるわけでしてですね、これは

中でですね、歯止めの利かない二度とこの世へ帰れないという、非常に大

きな人命と財産を守る上では非常に大きなウェイトを占めておられると

いう中で、急病人がその中で５７５名おられると。この対応が遅れたらも

う大変気の毒なかたちになるという中でですね、市長さんも２５年間非常

に懸案の中で苦慮しとるという中でですね、非常に悩みを察する中で、住

民の命の重さを尊むあまりにですね、この度のこういう大きな課題になっ

とるかと思います。やはりこの中でですね、統計を出して見ますと、美土

里町、高宮町の方がですね、高齢者の中の４０％をですね、この中で利用

されとるというようなかたちでですね、非常に緊急を要する状況に資料が

なっとるわけです。そういう資料も当時は副管理者でございました市長で

ございますけど、同等の中で同席の中で、この消防組合の中での緊急患者

さんのことは非常に頭を悩まれとると同時にですね、必要性を感じておら

れるお一人であることは、重々分かっておると思いますが、やはりここで

ですね、検討するだけでなくてですね、やはり検討委員会の設置を来年度

してですね、ひとつこれは市長ともども皆さんとともにですね、消防署長

を含めてですね、何かその予算に代わるもののアイデアとか、いろんなも

のを出してですね、やることができるのではなかろうというふうに思って

おります。バイスタンドというのもありましたけど、これは現在携帯電話

等の普及でですね、その時で応急処置が消防署と連絡しながら応急処置が

できるというかたちであります。また、自家用車で緊急の場合に送るサイ

レンを鳴らすことはできませんけど、それをバーターできるとか、いろん

なことも検討課題とすれば何かのかたちでですね、光が見えることがある

んではないか。やはりそこらを検討委員会にひとつ意見をまとめていただ

くというかたちを、方向性を出していただくというかたちをですね、是非

ともこの機会にですね、もう分駐については一般質問に出ないようにです

ね、市長さんひとつその辺りをご検討いただきまして、ご回答をお願いし

たいと思います。 

答弁による再質問がございましたら、自席にて行わせていただきます。 

◯松 浦 議 長  ただ今、入本和男君の質問に対し答弁を許します。市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   入本議員さんからのご質問でございます。まず最初に地域振興会の関係

が３点にわたってご質問がございますので、これはまとめて答弁をさせて

いただきたいと、このように思います。 

ご指摘のように、職員がこの振興会に関わりをどのように持つかという

ことは今後大きな振興会の活動に影響してくるというのは、今までそれぞ

れの地域でやってみてですね、わかると思います。そういうことで、先ほ

ど岡田議員さんからもご質問がございましたように、職員を専属にこれに

付けるか、私は今までの経験からですね、課長クラスを２、３人ずつに組
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み分けにしてですね、ここの振興会の担当というようなかたちにしては、

実際にはその人がその地域の生まれでないという、地域で暮らしておらん

ということで、馴染めないと言うことで、どうしても振興会の中へ入って

いけんという実態があるんで、そこらは振興会と協議しながら、あなたの

振興会では職員の誰と誰を指名しますかというところから始めた方がで

すね、私は一番効果があるんじゃなかろうかと。その指名された職員は地

域で認められたということで、名誉に思うて、ひとつ仕事をしてもらいた

いと、こういうように考えますんで、全国にいろいろな例があるわけでご

ざいます。京都の近くに、あれは福井県かなんかになると思うんですが、

もっと京都へ近いところですが、美山町というところがございます。これ

は茅葺き屋根を残して有名になった地域なんですが、あそこが振興会活動

が非常に活発で、ここは課長クラスをですね、全部貼り付けておるんです

が、ここは人口５千人ぐらいのまちでありますんで、これは私はできると

思うんですが、やっぱり人口が非常に広くなるとですね、知らんとこへ職

員が行ってもちょっと難しいと思いますんで、そこらはひとつ、検討をさ

せていただきたいと、このように思いますが、いずれにしても職員の関わ

りというのは今後大事になってくると、こういう事でございます。 

それから、川根の例もいろいろ出ましたが、川根地域というのは非常に

行ってみてもらえば、まったく陸の孤島というところ、旧川根村の２７０

戸ではありますが、まったく陸の孤島ということで、こっから学校がない

なったら本当に川根は死んでしまうと、そういうような危機感も地元にあ

るわけでございます。もちろん農協が店舗を引き揚げた、ガソリンスタン

ドを引き揚げたいうことで、そいじゃあ自分たちで銭を出し合うて店舗と

ガソリンスタンドを経営しようということで、１戸当たり１千円ずつ出資

金を出し合うてですね、店舗とガソリンスタンドをこの間つくりました。

そういうことで、よそにはちょっと真似のできんような、非常に踏み込ん

だ活動、それはやっぱり危機感があると。自分らがやらにゃあもうやって

くれんという危機感があるわけでありまして、この間も東京新聞と中日新

聞の東京支社から記者が来まして、１月になったらやっぱり地域問題の特

集を組むんだと。その中で取り上げたいということで取材にきておりまし

たが、やはり川根ほどのことは、私はどこでも要求するのは無理じゃと思

いますが、やはり地域振興会というのはそれぞれ私はまずお祭りから入る、

あるいは体育行事から入ると、そういうものからだんだんだんだん入りな

がら、そいじゃあ福祉に手を出そうか、サテライト言いますか、その地域

の元気なお年寄りとか女性の皆さんが、そこにお年寄りに集まってもろう

て、そこで半日とか食事を作りながら交流をすると、これらは本当に振興

会のまずできる福祉の事業ではなかろうかと思います。そういうようない

ろいろなやはりやり方があると思いますんで、そこらはひとつ、それぞれ

の地域で工夫をしながらですね。地域推進員になっております辻駒推進員

は、この間も半冗談のようなことで話したんですが、職員の研修のときに

ですね、東大で講義をした職員というのはおそらく安芸高田市で１人だろ
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うと、こういう話をしたんですが、２年前に東大で全国の学者が地域づく

りの学者が集まってですね、研究会をやったときに講師に招かれまして、

あそこで講義をしたんですが、それだけにやっぱり評価を受けておるとい

うことでありますんで、彼のノウハウはやはり十分推進員として発揮して

くれると、このように考えております。そういうことで振興会の活動とい

うのはどうしても市の職員が関わりを持つということが今後の大きな課

題というように、私は考えておりますので、積極的にやっていきたいと考

えます。 

それから、福祉の問題についてでございますが、生活交通の確保対策に

つきましては、地域の高齢化が進み、ひとり暮らしや高齢者世帯が増加す

る中で、非常に重要な問題であるとともに、１億円を超す一般財源が必要

な現実をみた場合、早急に抜本的な対策を講じていく必要があるというよ

うに認識をしております。本年度生活交通確保対策推進計画を策定するよ

うにしております。大体、来年の２月を目途に生活交通確保対策に係る基

本方針を定めていきたいと、このように考えております。このバスの問題

は本当にどこから手をつけてええやらわからんような、いろいろ複雑な問

題がございます。というのはバスの規制があるわけですね。現在通ってお

るバス路線へは、勝手に乗り合いの自動車、行政であっても走らせちゃあ

いけんという、そういうこれは規制が、これは規制でありますんで規制緩

和してもらやあええんですが、なかなかそこの規制ができないという問題

がございます。それと兼ね併せてどのように市がこの交通対策を考えてい

くかというのが一番の頭の痛いところでございます。そういうことで、も

うバス路線は一切要りません。５４号以外にはバスは要らんという結論を

出して、ほいじゃあその市でバスを走らすかという問題もあるわけでござ

います。現在過疎バスだけでも約１億円、バス会社に補助金を出しておる

ということでございますので、そこらは２月を目途に我々も基本方針を考

えていきたいと、このように考えております。 

それからもう１つ福祉の問題の振興会単位で福祉教室、講座の出前サー

ビスの実施というお尋ねでございます。振興会で実施できる事業を考えて

みますと、振興会には年齢の様々な方がおられます。一番に実施可能なこ

とは、自分たちの健康を自分たちの力でという考え、まず食生活の改善指

導というようなことであろうと思います。このことにつきましては安芸高

田市食生活改善推進協議会会員の皆さんに、地域での活躍をお願いしてい

るとこですが、地域振興会において、食生活において、考えてみたいとの

要望でございましたから、栄養士、保健師ともども振興会へ出前をさせて

いただいて、活動させていただければと、このように考えております。 

それから市内各地で母子、老人、精神等の保健事業として健康教室等を

実施しておりますが、現在旧来どおり旧町単位での実施が良いのか、また

参加人員、参加者の状況等を考慮し、議員のおっしゃる地域振興単位が良

いのか、今後の検討課題であるというように思います。また、各振興会に

おいて、健康についてのテーマ等を決めていただいた研修会等には、積極
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的に支援をしていきたいと、このように考えております。 

それから、福祉の充実ということで、高齢者保健福祉計画についてとい

うお尋ねもございました。高齢者保健福祉計画は長寿社会にふさわしい高

齢者保健福祉をいかに構築するかを目的として、長寿社会を巡る重要な問

題に対し、政策目標を定めてその実現へ取り組むべき課題を明らかにする

ものでございます。次期計画でございますが、現在、介護保険制度の改正

に向け、国において論議をされており、高齢者保健福祉計画の指針は、ま

だ示されておりませんが、これまでの情報を総合しますと介護保険制度は

大きく改正されまして、介護予防を重視し、現行の介護保険外の各種事業

を再編して、介護保険の予防給付として創設される見通しで、現在の高齢

者保健福祉サービスの大半は介護保険制度に包括され、高齢者保健福祉計

画と介護保険事業計画は一体で策定する必要が生じるものと考えており

ます。次期の高齢者保健福祉計画、介護保険計画は、健康で活動的な高齢

者づくり、健康寿命の延長を目標に介護予防の強化が計画の基本となり、

重点課題として介護予防の推進、地域ケアの推進、施設のサービスの見直

し、高齢者虐待等への対応等が挙げられるものと考えております。なお、

介護保険制度改正に併せて、高齢者保健福祉計画の指針が示され次第、指

針に基づいて次期の高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画を策定してい

く計画でございます。 

次に男女共同参画の問題でございますが、この問題は非常に幅広い問題

でございます。子育ての支援あるいは幼稚園、保育所での就学前教育の充

実、あるいは小学生児童を対象にした児童館や放課後児童クラブなど、児

童福祉施策も今後充実をしていくことによって、男女共同参画の一層の道

が開けてくるんじゃないだろうかと、このように考えているところでござ

います。 

それから、もう１つ男女共同参画で女性会の助成金という問題がござい

ます。これは今までどおり女性会の助成制度というのはございますので、

支援をしていきたい、このように考えておるところでございます。ただ、

なかなか旧町単位の女性会がなかなか広すぎて活動ができないという問

題がございます。そういう問題がありますので、私は地域振興会の女性部

の中に、やっぱり女性活動がどんどん活発になれば、女性会全体の活動は

充実してくると、このように考えております。いろいろ地域の振興会の行

事やら会合に今までも出させていただきましたが、そういう小さいコミュ

ニティの地域では女性の皆さんが非常に力を発揮してですね、バザーとか

何とかいうことになれば、もう自分のことにして参加をされておりますん

で、そういうやはり活動のしやすい場をつくるということが、重要じゃな

かろうかと、このように考えておりますし、振興会のことについて申し上

げますと、生まれて年数のあるものもありますし、２、３年の振興会もあ

るわけでございますが、しかし、行ってみますとですね、非常にリーダー

がしゃんとしておられまして、リーダーの理念がある方が、リーダーにな

っておられます。ですから案外、私は軌道へ乗るのは早いんじゃなかろう
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かと、このように思いますんで、生まれて何年という年数ではなしに、や

っぱりリーダーと役員が優秀なんがおられるんで、案外早く軌道へ乗るん

じゃなかろうかと、このように思いますし、本来の目的が達成できるとい

うように考えております。 

それから、もう１点、男女共同参画推進計画についてのお尋ねでござい

ます。本市におきましては男女共同参画社会の実現を目指して、本年度は

講演会とか研修会の開催など、啓発事業を行っております。また、プラン

作成のための市民の意識調査や、女性団体をはじめ、関係団体からの意見

聴取などを行うため、男女共同参画推進懇話会を設置いたしております。

懇話会におきまして、市民意識の把握、ニーズのとりまとめなど、本市に

おける男女共同参画社会に向けての提言をいただき、その提言に基づいて

男女共同参画プラン策定委員会において、最終的なとりまとめを行い、平

成１７年度末を目途にこのプランの策定を目指しております。なお、懇話

会のメンバーといたしましては、各地域女性会代表、各種女性団体、各地

区振興会代表及び振興会女性代表など、地域活動団体から２１名、市社会

福祉協議会など、福祉団体から４名、事業主団体、農林水産関係団体、教

育関係団体から各１名、学識経験者１名の合計２９名で運営をしておると

ころでございます。男女共同参画推進プラン策定委員につきましては、学

識経験者、議会議員、人権推進団体、女性団体、福祉団体、教育関係者、

商工業関係団体、農業団体等で構成いたし、委員の数は１５名程度で予定

しておるところでございます。 

それから、救急の分駐所の問題でございますが、９月の定例会でも入本

議員さんからも、この問題が提起をされておりますし、９月にもたくさん

の議員さんからも提起をいただきました。また、本議会でもたくさんの議

員さんから提起をいただきましたんで、それを踏まえて検討していきたい

と、このように考えています。 

あとは、教育長への答弁でございます。ただ、学校統合問題については、

やはり慎重に考えていく必要があろうと、このように考えておるところで

ございます。 

◯佐藤教育長  議長。 

◯松 浦 議 長  答弁を求めます。教育長、佐藤勝君。 

◯佐藤教育長  はい。入本議員の質問にお答えをさせていただきます。まず、通学区域

の適正化検討委員会についてのお尋ねがございました。その中で私が受け

止めましたのは、地域振興によって地域の活性化で学校の存続も考えると

いうことの施策も要るんではないかというご意見もありました。もう１つ

は、通告を受けました内容を私の方で受け止めますと、通学区域の弾力化

ということを含めてですね、市の教育委員会としてどのような方向性を持

っておるんかというようなお尋ねであったかと、私は受け止めております。

そういう点に関しまして、まずお答えをさせてもらいたいと思いますけど

も、まず第１点の学校の存続を考えた対策ということにつきましては、ま

ず地域振興ということを通しまして、その地域に住んで良かったと、そこ
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に住みたいというような状況をつくっていくということが必要だろうと

思っておるわけでございます。それは市長の施策の中にもありますように、

人輝く安芸高田ということを念頭におきまして、先ほどからの回答にもあ

りましたように、地域振興を考えながら住民自治の施策を推進していくと

いうことだろうと思いますし、学校は学校といたしましてそれぞれ魅力の

ある学校づくりを進めて行かなくてはならないと、このように考えておる

ところであります。 

次に、通学区域の適正化ということにつきましては、少し詳しく申し上

げますと、昭和６２年に臨時教育審議会におきまして、就学すべき学校が

単に機械的な指定になっては学校の画一性、硬直性、平素性と、子どもの

自主的精神、個性の伸張を妨げることの一因となるという答申がございま

して、大きな教育課題の１つとして、今日でもいろいろ論議をされとるこ

とでございます。このことにつきましては、平成８年に行政改革委員会か

ら規制緩和の推進に関する意見として保護者の意向に対する十分な配慮

や、選択機会の拡大の重要性、学校選択の弾力化に向けて取り組みを提言

がなされました。さらにその提言を受けまして、文部科学省より平成９年

に通学区域の制度の弾力的運用に努めるよう通知がなされております。そ

れで、安芸高田市におきましても多様化する教育的ニーズに応え得る教育

施策として、通学区域制度の弾力的運用を推進していく必要があると認識

しておりまして、来年１月には、通学区域の弾力化推進検討会議を立ち上

げていきたいと、このように計画をしておりますし、平成１８年度より通

学区域の弾力的な運用を実施したいと考えておるところでございます。 

次に、小中学校の存続を踏まえた生徒数の適正化という通告がございま

したけれども、小中学校の規模につきましては、既にご承知のとおり、小

規模校には小規模校の良さもありますが、またある程度の規模がないと、

教育効果という面で支障もあるし、規模が大きくないと教職員の配置も少

なくなる。そうすると多様な教育活動も実施しにくいというような課題も

あるわけでございまして、そうは言いましても学校にはこれまでの歴史が

ございます。長い学校は小学校で言うたら１００年からの歴史を持って、

その地域の村の教育を進めてきたという歴史があるわけでございますの

で、先ほど市長さんの方からもございましたように、法で示された適正規

模と言いますのが、基準はですね、法で書いてありますのは小学校も中学

校も１２学級から１８学級というようになっとるわけでございますが、安

芸高田市１９校ございますけれども、その殆どがですね、その規模になっ

ていないという状況であるわけでございます。学校の統廃合問題につきま

しては、これまでの各町での取り組みにおきましても非常に長い年月をか

けて、保護者のご意見も聞かれ、そして教育効果について地域の人も納得

されてできとるという経緯もございますので、市長さんがお答えになりま

したように、我々の方といたしましても慎重にこの問題については取り組

んでいかなければならないというように考えておるところであります。以

上でございます。 
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◯松 浦 議 長  この際、再質問については、午後から行うこととして、１３時１０分ま

で休憩といたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後０時０８分 休憩 

午後１時１０分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

◯松 浦 議 長  それでは、休憩前に引き続き再開いたします。 

ただ今、市長並びに教育長の答弁に対し、入本議員再質問はありますか。 

◯入 本 議 員  議長。 

◯松 浦 議 長  再質問を許します。１４番、入本和男君。 

◯入 本 議 員  それでは答弁による再質問をさせていただきます。振興会につきまして

は、市長さんの答弁は、職員を指名してですね、それを地域の活性化に役

立つようにというふうな回答が、新たに生まれたような気がします。そう

しますと、その利用関係ですが、人気のある職員が多くてですね、それで

ダブった時の調整とか、いろいろ問題点が起きようと思いますが、この度

の支所の人事に関してもそういう問題がありましたら、やはりそこらも含

めてですね、支所にそういう体制がある方が行動力があるかと思います。

それで、１番のところに振興会の活動拠点の施設の整備計画の中にですね、

やはり振興会、振興会言うても、なかなか拠点がないというのが甲田にお

いてもよその町においてもですね、そういう声があるんですが、部長さん

の答弁ではそれを整備するということはうたっておられるわけですが、そ

の具体的なことを聞かせていただければありがたいなと思っております。 

それと、２番目の推進委員さんと職員さんの活動状況いうのは、大まか

には聞いたんですが東大の方まで講師をされとるとかですね、職員をやっ

とると言われたんですが、実際問題として振興会からのアクセスは地域推

進委員さんと職員の方にどのような状況が現在あるのか、ちょっと具体的

な情報があれば教えていただきたいと思います。 

それと、一定水準の基準というのがあるわけですが、一定水準まで引き

上げると言うんですが、これがどのところが水準かというのが、具体的に

は答弁の中には私自身が理解してませんので、その点を分かりやすくして

いただければありがたいなというふうに思っております。 

次の、福祉の充実のところの交通アクセスについては今検討中で、２月

には方針を出されるというので、その方針を聞いた方がいいかなと思いま

すので、そこらを部長さんのほうがされとるということで、方針を議会の

方へ提示されるのか、事前に提示されるのか、そこらを伺うものでござい

ます。 

それで次の福祉教室の講座の振興会単位で出前サービスというんです

が、その中に食生活委員さんいうのが言葉が出たかと思うんですが、その

分についてですね、各町の食生活についての関係者がどのような各町全員

おられるのか、そこらを伺うものでございます。それから３番目の１７年

度計画はですね、ちょっと市長さんの方で具体的に言われたんですが、な



 159

かなか私も筆記とかですね、うまくいきませんでしたので、わからないん

ですが、これも事前にですね、１７年度策定計画書がですね、事前に議員

の方へ報告があるのかないのか、その点を伺います。 

次の男女共同参画についてでございますが、３番目のところに現状と推

進委員会のメンバー構成を伺ったんですが、組織等は聞いたんですが、年

齢別的なものがちょっとなかったんですが、年齢別的なものがどの程度加

味されてるのか、その点を伺うものでございます。 

学校教育につきましてはですね、是非現状維持できるような施策をやっ

ていただくのと、それから夢のある子どもさんがですね、地域を越えて学

習に行ける、各学校がですね、特色のある魅力のある学校づくりをされて

ますので、通学区域の検討はですね、してあげていただきたい。これは要

望して終わっておきます。 

それから次の５番目の緊急分駐についてでございますが、前向きに検討

いうのは非常にありがたい言葉なんですが、やはりこれだけ議論が紛糾し

ますとですね、やはり何かの委員会を設置するという答弁をいただきたい

わけでございますが、少数の人間にもですね、ヘリポートというのがござ

いましてですね、ヘリポートでは年間３００万ぐらいの委託料か、補助料

を払っとると思うんですが、その利用者が報告書によりますとゼロならい

い面もありますが、４件と。４件に対してもですね、やはり緊急事態に備

えてヘリを用意されとると。４件というのは今年４件というんじゃなくて、

今までに対して４件という、そういう少数に対しても配慮をされとるとい

う面から見てもですね、この分駐というものはどういう対応にしろですね、

やはり今の吉田にある消防署の体系でなくても結構ですから、やはり地域

が望まれとる体系、最小限のかたちをやっていただきたいというのが、今

回の議員さんの声であり、地域の声であろうかと思いますんで、是非検討

委員会ぐらいはですね、設置していただけないかを伺うものでございます。 

◯松 浦 議 長  ただ今の再質問に対しまして、市長の答弁を求めます。市長、児玉更太

郎君。 

◯児 玉 市 長   はい。具体的な問題についてはぞれぞれ担当の部長の方から答弁をした

方が適当かと思う点もありますが、推進員の活動状況等については担当部

長の方から答弁をさせていきたいと思いますし、また食生活関係というの

はどういう内容だったですかね。これは担当の方から。それでは食生活関

係は担当の方から答弁をさせていただきます。また、１７年に男女共同参

画のプランを策定するという問題についても、担当部長の方から答弁をさ

せていただきたいと思います。最初の振興会の職員の指名というような問

題については、まだ今後具体的にですね、どういうようにやったが一番効

果があるかというのは、おそらく一律には私はいかんと思います。それぞ

れの振興会の今までの生い立ちとか、活動内容とか、そういうものがあり

ますんで、そこと話をしながら職員の事務局支援をしてもらいたいという

ような、そういうところからやはり具体的に話をしていかんと、一律に全

部３２をですね、同じようにというわけには、私はいかないと思いますん
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で、それぞれの振興会のご意向を聞きながら、どのようなかたちで職員が

協力をさせてもらったがええかというようなことを、具体的に協議をして

いくというようなことになろうかと思います。 

それから、この拠点のそれぞれの振興会の拠点整備でございますが、こ

れも現在３２の振興会がどこを具体的に拠点にしておられるかというの

は、まだはっきり掴んでおらないところもありますし、振興会によっては

同じ振興会の中にですね、同じような拠点になるようなものが２つも３つ

も集会所的なものがあると、こういうようなところがあるようでございま

すので、今後この振興会はここの施設を拠点にしていきたいと、こういう

ような話をそれぞれの振興会と煮詰めながら、現在でもほぼ大体整備され

ておるように聞いておりますが、それでも例えば地域の女性会とか民生委

員とか、社協の役員さんがですね、一緒になってサテライト、出前サービ

スのようなものをですね、やられるというようなことになると、もうちょ

っとバリアフリー化とかですね、いろいろ問題があるところもあれば、そ

ういう点は逐一地元と協議をしながら、振興会と協議をしながら整備をし

ていく必要があろうと、このように思いますので、それぞれの振興会の拠

点を調査というようなことも早急にしていく必要があろうと、このように

していきたいと、このように考えておるところでございます。 

それから、分駐所の問題でございますが、もう議論はいろいろ皆さんか

らお聞きしております。そういうことで、この検討委員会というようなも

のを立ち上げるかどうかは、今から十分協議をさせていただきたいと、こ

のように。まず、やはり内部でどういう方法が一番いいかというようなこ

とを、まず１７年度検討させていただきたい、このように考えております。 

◯松 浦 議 長  質問に対する補足説明で、自治振興部長の答弁を求めます。田丸孝二君。 

◯田丸自治振興部長  まず最初に地域推進員の活動の状況でございますけども、推進員は基本

的には地域振興組織等に直接指導に出向くということを、本来のかたちと

しておりますけども、立ち上がって間もないとこもございまして、残念な

がら十分なところまでいってるというふうに、私も把握をしておりません。

現在のところ、吉田町、それから美土里町あたりの振興会の指導に出向い

ていただいとるというのが実情でございまして、後半にかけましては、や

はり振興会の方への働きかけをさせていただいて、推進員が十分出て行け

るような環境づくりを、私どもとしてはつくっていく必要があると、認識

をしております。 

ただ、実は合併を控えまして、いわゆる地域のそういった課題をどのよ

うにクリアしていくかということが、全国の合併の市町村の大きな課題に

なっておりまして、全国各地から視察が殺到しております、すでに４月以

降６０件を越える団体が視察をしておりまして、いずれもこの地域推進員

がご説明申し上げるというかたちになっておりますので、そういった意味

ではそこにおいては極めて多忙な日々を送っていただいてるというのが

現実でございます。また、冒頭、市長がご説明しましたように職員の研修

でありますとか、さらにはまちづくり委員会等での指導的な立場というふ
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うなこともしていただいておるというのが、現在の実態でございます。 

次に、一定の水準ということでございますが、これは懇談会の時に私の

方でご説明申し上げた中身だというふうに思っております。実はどのぐら

いをということで、非常に極めて難しい問題がございます。３０年の歴史

のあるところから、または１年に満たない歴史ということの中での設定で

ございますので、非常に極めて難しいということがあります。ある意味で

は先発しているグループについては、まさに日常的な、さらには経済的な

活動というところまでやはり行ってるとこもあるし、それを目標にしてい

るとこも現実ございますし、市長申し上げましたように、まずは祭り等々、

年を単位にというところもあるようでございます。そういった意味では私

たちは現在の段階では年を単位にというかたちでは、今日の新聞等も向原

町のリサイクルセンターの活動でございますけれども、そこらあたりまで

３２の振興会がいきますと、それなりにどう言いますか、大きな力を持っ

てくるんではなかろうかというふうな考え方をしております。以上でござ

います。 

◯松 浦 議 長  続きまして、福祉保健部長、答弁を求めます。福田美恵子君。 

◯福田福祉保健部長  はい、失礼いたします。ただ今の再質問の方で、安芸高田市の食生活改

善推進協議会のことでちょっとお尋ねがございました。これは安芸高田市、

旧町時代、６町どちらにもこの組織はございました。それで、合併いたし

ましていち早く安芸高田市の食生活改善推進協議会として取り組みをさ

れております。それで、各町６町とも、全部組織的にはあったわけですが、

今現在ですね、協議会の会員さんが２１２名いらっしゃいます。そういう

かたちの中で、いろいろと活動といたしましては一般的に保健師、栄養士

等が各地域へ出て行くときに、一緒に出て行っていただいたり、いろいろ

総合検診等のときにいろんな食生活の改善につきましてのバランスのあ

る食事をということでいろいろと調理をしたものを提供したり、それとか

男性の食事の作り方、男性ひとり暮らしの方への食事の仕方、高齢者、母

子とか、また小学校、児童館等へも出向いていただいていろいろと健康づ

くりについての食について、ご協力をしていただいております。そういう

中で、先ほど市長の方から申されましたように、しっかりとこれを振興会

の方ででもですね、活用していただいて、やはり健康ということが第一で

ございますので、そういうかたちでの活動をしていただくように、こちら

の方もお願いをしておりますし、そういうことで取り組みをしていきたい

と思っております。以上です。 

◯松 浦 議 長  引き続きまして、市民部長の答弁を求めます。廣政克行君。 

◯廣政市民部長  推進計画の策定でございますが、委員会構成のメンバーにつきましては、

先ほど市長が答弁したとおりでございます。年齢の構成につきましては現

段階では検討しておりませんけれども、団体によりましてはある程度年齢

の高齢的な団体もございますので、お尋ねの件につきましては今後の検討

とさせていただきたいと、このように思っております。 

◯松 浦 議 長  以上で、再質問についての答弁を終わりますが、入本議員よろしいです
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か。 

◯入 本 議 員  議長。 

◯松 浦 議 長  再々質問を許します。入本和男君。 

◯入 本 議 員  いろいろと、こうして意見を聞かせてもらう中で、積極的であるか、無

理に入れるか、いろいろと判断のしどころが難しいところもあるわけでご

ざいますが、振興会につきましてはアクセスが６０件と聞いたのは市外か

らであってですね、市の中でそれだけあれば非常にありがたいなと思うわ

けですが、そういうふうになるようにですね、自治振興部とされましたら、

やはり原点は意識改革が始まらないと協働のまちづくりの原点がそこで

見えてこないと思いますんで、推進員さんと職員さんの指導を受けられた、

講習を受けられた方がですね、やはりもう一度原点に返られましてですね、

支所の方に人員配置をされるように希望しております。 

それから、福祉につきましてはですね、これは非常に今からの高齢者社

会に向けて非常に大切な要項が入っております。計画プランにつきまして

は、ある程度方向性が見えたときに全員協の方に示していただければあり

がたいなと思っております。 

それから、男女共同参画につきましては、やはり将来性を見ましたとき

に、年齢の方がかなり左右すると思いますので十分そこらも配慮してくる

というかたちもありましたので、その点をよろしくお願いしたいと思いま

す。 

それから学校教育につきましては現在の教育長は経験豊かな方でござ

いますので、学校教育についての充実の多い方向に、将来住みやすい学校

づくり、また少子化問題でもこちらに転入してくるような環境の学校整備

をお願いしたいと思います。 

緊急の分駐につきましてはですね、今後質問するというよりかですね、

経過報告をですね、年に４回定例会がございますし、議長の方に報告をい

ただくという方向付けをお願いしまして、私の一般質問を終わらせていた

だきます。終わります。 

◯松 浦 議 長  それでは、これで質問を終わります。 

続きまして、質問の通告がありますので発言を許します。１６番、今村

義照君。 

◯今 村 議 員   それでは、先の通告に基づきまして、大枠３点の質問をさせていただき

ます。 

まず最初に事務及び事業の総見直しを図るため、職員の提案による１係

１改革運動を展開し、職員の意識改革あるいは資質の向上を図られないか

という質問でございますし、一部提言でもございます。従来ですと、これ

まで続けられてきた日常業務の見直しを図り、それから事務効率を上げ、

さらにその事業効果や実績を成果として決算というかたちで議会へ示し

てですね、その認定で行政の施行してきた事項が、担当者や係の努力にも

かかわらずですね、まったくもって評価がされていない、これが今までの

職員に対する一般的な見方でございます。 
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一般市民の目には、これまで続けてきて何の問題もなかったかというこ

とで、日常業務が惰性で続けられてきている事務あるいは事業というかた

ちで、職員が行っているというふうに捉えられて、実は残念ながらきてお

ります。昨今の国の財政の問題、地方の財政の危機に端を発したこの合併

もですね、時のアセスの中で成立したように、これまでの事業の見直しが

ダイナミックに、かつ繊細に行わなければならない時期でございます。そ

のためには、これから職員一人ひとりの事務や、事業に立ち向かう姿がで

すね、市民の前に示され、評価されてこそ大きな異議があり、職員と市民

が協働してまちづくりに向かう原点であるというふうに考えるわけであ

ります。当然その目的は経費節減であり、行政コストの削減下でございま

すし、事務効率や事業効果、こういった点も含んでおるわけでございます。

日常業務に精通している職員が、日頃の業務の中で気付いたアイデアの中

から経費節減の効果の大小あるいは無理のないところで実行できるかど

うか、こういったことを基準に選択をして、１係１改革運動を展開され、

行政評価につながる意識の改革をされないかということでございます。本

庁だけでも約５０の係がございます。支所及び出先の機関を含めますと、

それこそ数倍の係が存在するわけでございます。それの中で、先に言った

ような事務見直し、事業の改善が行われるということになりますと、大変

な改革につながるんではないかというふうに思うわけであります。 

これをさらに職員の提案制度の導入という問題と絡めて質問をいたし

ます。 

実は、先の定例会で私の一般質問の中で、行政評価システムの早期導入

を図られないかという問題に対しまして、その導入には行財政改革を推進

する計画策定の中で平行して考えたい、そしてその完全化には４、５年を

要するであろうというのが市長の見解でございました。私はそこはいささ

か失望してはおるんですが、確かに行政評価を実際の政策評価の観点から

捉えると、その構築にはある程度の時間がかかるわけでございますが、現

状の安芸高田市のことを考えますと、そこまで実は待てないというふうに

私は考えるのでございます。本来の行政評価とは、住民の行政に求めるニ

ーズをどのように把握し、サービスを提供しながらその施策目標に対し成

果を確認し合う、こういうふうな仕組みであると考えるわけでありますが、

市民であるお客のニーズが的確に把握されないならですね、まさに刺客は

転倒はいたすわけですが、職員の側から自らの資質向上と目的的に仕事に

取り組む課題として、市民の側に示して欲しい、こういう観点から見るの

もやはり行政評価システムの側面でもあろうかというふうに考えるわけ

でございます。 

財政難、地方分権、リストラで職員の削減もという時代にあって、まず

第一に取り組む課題であるというふうに考えるわけでございます。こうし

た観点から、職員の１係１改革以上の運動という視点で行政運営の改善、

事務能率の向上、経費削減などを含め、自分の事務事業の改善につながる

具体的な目標の数値設定化をしまして、それを公開し、評価し合う仕組み
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を作られないかというのが、まず第１点でございますし、来年度１７年度

の行政改革の第一歩としてそのことをされないかということでございま

す。 

大枠２点目に、高齢者の雇用についてでございます。公務員につきまし

ては、６０歳定年が法制化され、そしてそのことは定着をしております。

しかしながら民間企業においては５５歳を定年としているところもござ

います。退職をしても年金は支給されない、あるいは需給年齢に達しても

年金では生活できない等々の事由によって、再就職を求める高齢者も少な

くないのが現状でございます。働く意志のある者には生活を保護するより

も就業の機会を与えることが本人のためであり、社会のためでもございま

す。こうしたことから国では高年齢者の安定等に関する法律、これを制定

して努力しておるところでございますが、高齢者対策というものは、今後

の安芸高田市の大きな重点課題でございますので、本市の現状と市長の所

信をお伺いします。 

まず第１点目は、大変私も勉強不足ではございますが、職を求めている

高齢者の実態について承知をしたいのでございますが、５５歳以上６０歳

未満、または６５歳未満で就職を希望している市民がどの程度おられるの

か、実態を把握しておられればお知らせを願いたいと思うのであります。 

第２点は、同じ法律１１条の第２項では、事業主に対して退職準備の援

助の措置について規定をしております。本市のように中小企業、はてまた

零細企業の多いところでは、事業主が適切な措置を取るということは容易

に期待できませんし、また不可能な面も多々ございます。しかしながら、

こういった労働関係の事務はやはり地方公共団体の事務でもありますの

で、事業主に代わって市が退職準備援助をする何らかの方法、例えば公民

館で講座を開催することについて、そういったような援助方法が考えられ

るというふうに思いますが、それを実施する意志がおありなのかどうか。 

最後に、地方公共団体が高齢者の職業相談施設を設置したときは、国が

援助をすることが規定とされています。これは市の単独事業ではなくて補

助事業として実施できますので、高齢者対策の一貫としてこういう職業相

談施設を設置するお考えがないかどうか。この点についてお伺いをいたし

ます。 

次に、大枠３点目の学校の経営方針策定にあたり、本市の教育方針を問

う問題でございます。来年度もまた各学校の経営方針を立てて、それを公

表するという時期が間もなく参ります。その策定にあたり、教育委員会が

本市の学校教育にどのような教育方針を元に各学校の校長に対しその基

本的根幹である教育指針を示されるのかということでございます。本来な

ら各学校の経営方針は独自で策定されるものではございますが、その策定

の前提として本市の目指すべき教育のあり方を受けて、学校独自がその指

針を越えるべく経営方針を立て、それに向かって学校運営を行っていく、

そして学校運営をすることによってその評価を受ける、あるいは自己評価

を重ねることによって伝統を築く、これが学校教育の原点だというふうに
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考えるわけでございますが、学校の経営方針の策定にあたって、どのよう

なご所見を教育長とすればお持ちであるのか、お伺いしたいのが大枠３点

目でございます。 

また、答弁の内容によりまして、再質問は自席にて行わせていただきま

す。 

◯松 浦 議 長  ただ今の今村義照君の質問に対して、市長の答弁を求めます。市長、児

玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議長。ただ今の今村議員のご質問にお答えをいたします。まず職員の意

識改革、資質の向上というお尋ねでございます。先ほど来、意識改革とい

う問題も入本議員さんからもご指摘がありましたように、まさしくこの意

識改革なくして全ての改革はできないというように私は考えております。

しかしこの意識改革というのは、長年根付いたやはりその意識をですね、

どのように改革するかということ、そういう問題でございますので、大変

根気の要る仕事でございますが、やはりこれをやらないと本当のまちづく

りというのはできないと、このように考えております。 

お尋ねいただきました行財政改革につきましては、本市といたしまして

も緊急を要する重要な課題でございます。本年１０月に行政内部で改革の

推進を図るための行政改革推進本部を設置いたしまして、広く各界、各層

の皆さんからご意見をいただきます行政改革懇話会につきましても設置

要項を制定いたしますとともに、懇話会委員の人選を進めておるところで

ございます。安芸高田市行政改革大綱の年度内の策定へ向けて、近々の内

に初会合を開催しますよう、現在準備を進めているところでございます。

また、行政改革推進本部には、実際の改革遂行のための組織といたしまし

て、参事をトップとした各幹事課長で構成する幹事会、また総務課長を座

長に各調整係長等で構成する拡大事務局会を設置いたし、急を要する一部

の具体的な事務改善等について、協議を現在始めておるところでございま

す。 

ご質問のように行政改革の推進にあたりましては、大綱の策定も必要で

はございますが、職員一人ひとりの意識改革が問われて参りますことから、

とりわけ係長レベルの連携を強化していくことが重要と考えており、拡大

事務局会での協議、また幹事会での協議を各部内推進会議へ持ち帰って、

幹事課長、調整係長等を中心とする所属単位での議論によって、職員の意

識を喚起するよう、最新の注意を払いながら取り組みを進めることを、現

在指示しておるところでございます。 

本市は本年３月の合併以来、１０ヵ月を経過しようとしております。た

だ今は平成１７年度の予算編成時期でもございますことから、早急にこの

組織運用を軌道に乗せ、行政コストの削減、効率的な行財政運営など、抜

本的な改革を目指して１係１改革運動のみならず、提案方式によります、

１人１改革運動の取り組みも視野に入れて検討して参りたいと考えてお

ります。 

特に、長期的な改革と、今すぐもう手を着けにゃあいけん、今年の予算
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編成に合わせて手を着けにゃあいけん改革もあるわけでございます。そう

いうことで、その２つの方法を取りながら長期的な改革と併せてすぐに取

り組む項目をですね、今それぞれ職員のところで提起をしながら研究して

おると、こういうところでございます。 

それから高齢者の雇用対策についてお尋ねでございますが、少子高齢化

の急速な進展によりまして、今後労働力人口の減少が見込まれる中で、経

済社会の活力を維持するためには、高い就労意欲を有す高齢者がその知識

や経験を活かし、社会の支え手として活躍していただくことが必要になっ

て参ります。このような中でこの度高年齢者雇用安定法が改正されまして、

高齢者の安定的な雇用確保のため６５歳までの雇用確保措置の導入の義

務付けや、高齢者の再就職促進等を図る措置が定められました。ご質問の

高齢者５５歳以上の求人者数でございますが、ハローワーク吉田におきま

してはこの人数は１０月末までの３ヵ月間で２２０名となっておると、ハ

ローワークから報告を受けております。 

次に、退職準備援助の取り組みにつきましては、ご案内のように定年等

で退職される方々に対し、在職中に新しい生活に備えた知識、情報を提供

し、退職後の生活や就業を含めた適切な退職準備を行うものでございます。

冒頭に申し上げました状況を踏まえ、広島県雇用開発協会と連携を取り、

企業内への担当者の設置や研修会の推進を当面取り組んで参りたいと考

えております。 

次に、高年齢者職業相談室の設置についてのお尋ねでございます。県内

の状況といたしましては、広島市、福山市、尾道市、東広島市の４市にこ

の相談所が設置をされております。本市におきましては、現在ハローワー

ク吉田並びに広島県高齢者雇用就業支援コーナーと連携をし、対応して参

りたいと考えております。なお、相談室等の設置につきましては今後の課

題として関係機関等と連携いたし、検討して参りたいと考えております。 

教育の問題については、教育長の方から答弁をさせていただきます。 

◯松 浦 議 長  教育長の答弁を求めます。佐藤勝君。 

◯佐藤教育長  はい。今村議員の質問にお答えをさせていただきます。学校の経営方針

策定にあたって、本市の教育方針についてというお尋ねでございましたが、

安芸高田市が発足いたしまして初年度にあたりまして、私は学校教育にお

きましては信頼される学校づくりを目指しまして基礎基本の徹底と特色

ある学校づくりに精力をつぎ込んで参りました。社会情勢の急速な変化に

より生じる様々な教育課題に、迅速かつ的確に対応していくためには教職

員の資質の向上を図り、学校が活力ある組織としての総合力を発揮しなけ

ればなりません。そこで、教育方針の１点目は、サプライサイド、要する

に供給者である教育の提供者側中心の視点ではなく、受け手である子ども

や保護者の側の視点に十分に留意して取り組んでいく必要があると考え

ております。そのためには児童、生徒や保護者から選ばれる学校になるよ

う、基礎基本を大切にした特色ある学校づくりの推進を図って参ったわけ

であります。 
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２点目は、子どもたちの生活習慣や社会性を身に付けるために、家庭や

地域の協力を得て子育てが進むよう、開かれた学校づくりを推進を進めて

参りたいし、今までも参ったつもりであります。 

３点目は、学校評価の定着であります。それぞれの学校には学力の問題、

あるいは生徒指導の問題など、様々な教育課題が山積しておりますが、そ

の中で、今年度は何を重点として定め、目標が定められる目標値として定

められるものは定めて、そして職員が一致して取り組み、またその取り組

みについての評価をするというマネージメントサイクルを活かして人材

の育成と教育の資質的な向上を図って参りたいと、このように思っており

ますし、平成１７年度にあたっても毎年方針を変えるのではなく、ある程

度は一環をして教育を進めて、そのことが定着をするような教育を進めて

参りたいと考えておるところでございます。以上でございます。 

◯松 浦 議 長  これで答弁を終わります。今村議員、再質問はありますか。 

◯今 村 議 員  議長。 

◯松 浦 議 長  はい、今村議員の再質問を許します。今村義照君。 

◯今 村 議 員  はい。今の第１の問題でございます。そこに最後に私がやっております、

示しております目標の数値化設定及びそれを公表されないかということ

についてはですね、実は答弁の中に内容になかったというように思うわけ

でございます。確かに市長おっしゃるように、これからの行財政改革には

長期的な、あるいは短期的なことで私が特に申しましたのは、それこそや

ろうと思えばすぐできる問題いうふうに実は思ってるわけです。そしてそ

のための改めての準備、そういった機関も、あるいはポストも要らないと

いうふうに思うわけでございます。 

なるほど、行財政改革はこれからの最大課題でございますので、今まで、

今、推進中の組織の問題、それからあり方の問題、それに伴う人選の問題、

それは平行して当然やらなきゃあいけないことでございますが、それらの

中で今総務課長を中心にしたかたちでの１係１改革運動のみならず、全て

の係長も含めてですね、その協議をされてるんだということがございまし

た。それはそれで極めて評価いたしますけれども、その中身についてもう

少し具体的なかたちでのどんなことをされ、いつ頃までにそれをまとめよ

うとされてるのか、その点をお聞きをしたいというふうに思います。 

２番目の問題でございますが、高齢者の問題がございます。すぐできる

ことと、できないことがございます。やはり想像以上に高齢者のそういっ

た求職に何らかのかたちでやりたいというのは大変多いというふうに捉

えるわけでございます。もうやがて、２、３年しますとですね、実は団塊

の世代である２２年から２５、６年の大きな世代がですね、リタイヤの時

期に入るわけでございます。このことはやっぱりこれから安芸高田市にと

っても大きなひとつの高齢化対策の大きな課題であろうというふうに思

うわけであります。と言いますのは、この世代は圧倒的に人口が多うござ

いますし、逆に言えばあと２、３年でそれこそ今６０前のですね、若いさ

らには力がですね、このまちづくりに大いに活かされる層でもあるという
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ふうに考えるわけでございます。今の現状からすれば、十分１０年間の元

気に働ける条件というのはあるというふうに思いますし、そのことをこの

安芸高田市の高齢化対策とあいまってですね、その人材を有効に活用する、

あるいは生きがいをその中で、施策の中で打っていく、このことが必要だ

ろうと思うわけでございます。そこらへんについてのご認識をいかにお持

ちか、併せてお聞きをしたいと思います。 

学校教育の問題でございますが、改めての考え方で受け手の側の視点に

立ったかたちでの教育、このことをこれからの方針の根底に据えたいとい

うご答弁でございます。さらに進めて学校評価に取り組む、あるいは学校

評価の問題が答弁の中で出て参りました。これをさらに進めるにはある程

度の学校がそれぞれ頑張った成果が社会に認められる、あるいは地域に認

められる、そして学校の中でやろうとしていること、方針、そういったこ

とがやはり地域にきっちり公開されるというのが原則だろうというよう

に思うわけでございます。そのための手段としてですね、その学校の経営

方針を仕様化できるものは仕様化してですね、それを公開するということ

も非常にその中身を分かりやすく説明する、一つの材料となるんではなか

ろうかというふうに思うわけでございます。こういったようなことを学校

側に教育委員会としてまとめられるご用意があるのかどうか、併せてお聞

きをしたいと思います。以上でございます。 

◯松 浦 議 長  ただ今の質問に対し、答弁を求めます。市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   現在、行政改革については具体的に対策を練っておるわけでございます。

このことについては、具体的な問題については担当部長の方から報告して

いきたいと思いますし、また高齢者の雇用対策の問題についても担当部長

の方から詳しい説明をしていきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

◯松 浦 議 長  担当部長の答弁を求めます。総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長  はい、それでは今村議員さんのご質問の方の行政改革の考え方の現在取

り組んでおる状況について、お話しをさせていただきたいと思っておりま

す。 

確かに、議員さんご指摘のように合併前、旧６町平成９年度からですね、

平成１３年度までの５年間、いろいろなかたちの中で各町村行財政改革を

取り組んでおられたように思っております。現在我々事務局サイドの中で、

各町がやられた行政改革の内容を精査させていただきましたが、今議員さ

んご指摘のようなかたちが全部完璧であるかどうかはですね、非常に問題

もあるようには思っております。もう少しそういうような状況がされれば、

決算の状況の中でもご説明をさせていただきましたように財政数値にし

てもですね、まだまだ良くなってていいんじゃなかろうかなというような

思いもいたしております。ただ、今日、安芸高田市３月１日にスタートさ

せていただきまして、こうした行政改革大綱要綱に基づきましてですね、

現在我々事務作業を進めさせていただいておりますけど、やはり先ほどか

ら出ておりますように、やはり職員の意識改革が一番だろうと思っており



 169

ます。そういう旧町の意識というのが３月１日安芸高田市としてスタート

したわけですが、やはり市としてのですね、職員としての意識というもの

も必要だろうと思っております。旧町からの引きずりの意識体制ではなか

なか難しい問題もあるんではないかという思いが、現在いたしております。

そういう状況の中で、やはり現在行革の大綱の進めさせていただいており

ますけども、まず１点目にはやはりある程度、視点を２点ほどですね、構

えさせていただいております。やはり地方分権にですね、対応できた行政

体制の確立というのを１点あるかと思っております。それとまた事務事業

の見直し、この２点、大まかに分けてそういう２点を考え、またもう１点

は公共施設等の民間委託の管理、そういう状況も入っております。さしあ

たって現在、今やらせていただいておりますのは、やはりあくまでも職員

の適性配置が一番大きな問題であろうと思っております。それと人材育成、

職員のですね、先ほど言っておりますような意識改革、人材育成計画と言

いましょうか、そういうものも今後大きな課題であろうかなと思っており

ます。 

それと、もう１点の整理したいことにつきましては、民間団体、外郭団

体でしょうか、そういう補助金の関係、そういうところが旧６町の中でい

ろいろ補助団体支給されておりますけども、ある程度、今まで一般質問の

中も出ておりますけども、１７年度においてはある程度水準を合わせてい

きたいというようなことも考えております。 

それと施設管理の方については民間委託できるものについてはですね、

民間委託の方に実施したいという基本の考え方を持っております。そうい

う状況の中で現在、大きな大綱というものをですね、掲げさせていただい

て、今後この大綱の作成につきましては本部会議、また懇話会、そういう

状況の中で整理をさせていただいて、全体的なスケジュールの中には３月

目途の中で大綱作成をですね、させていただきたいと思っております。基

本的に先ほど市長の方からございましたように、１６年度で実施し、１７

年度からある程度予算へ反映できるものについては予算へ反映できるよ

うな整理をしたいと思っております。 

それと、先ほど来から出ております各幹事課におきましてはですね、や

はりそこの部署がですね、どのように改革していくかということをですね、

ある程度協議しなくては大綱の中に盛り込む事はできません。そういうこ

とを重点的に考えさせていただいて、部、幹事課、係、そういうところか

らですね、問題点を掘り出していって、どの点を改革をやっていくかとい

うような項目の洗い出しを今後作業の中で実施をさせていただきたいと

いうように思っております。 

どちらにしましても、議員さんご指摘の１係１つの改革要綱と言いまし

ょうか、そういう作業的にもですね、ある程度、全職員を挙げて取り組み

をさせていただきたいというような思いを持っております。現在そういう

第１回目の懇話会を作成させていただく、委員会を開催させていただくた

めのですね、準備的な資料等も、今整えておりますので今後先ほど来から
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も申しましたように、まず大綱の作成が一番でございますので、そういう

作業にですね、できるだけ早い時期に作成をさせていただきたいと思って

おります。以上でございます。 

◯松 浦 議 長  担当部の産業振興部長の答弁を求めます。清水盤君。 

◯清水産業振興部長  それでは高齢者の雇用対策についての再質問についてのお答えを申し

上げます。議員ご指摘のように、ご質問の後段２点について退職準備援助

あるいは高齢者の就職相談室の設置等につきましては、これまで旧６町に

おいては非常に雇用対策という部分につきましては行政的には非常に薄

い部分であったようにも思っております。そういった意味では合併後にお

きましてはそういった部署も設置をされておりますので、そういった係、

担当を中心としながら雇用対策についても取り組みをしていく必要があ

ろうと思います。仰せのように、高年齢者の就労につきましては、いわゆ

る｢生涯現役｣という言葉にも象徴されておりますように、大変お元気なお

年寄りが多うございます。こういった技能なり労力を有効に活用していく

ということにつきましては、商業、工業のみならず、農業におきましても

同じような状況であろうと思います。こういった状況の中で、就労の全体

的な器の中で再就職、あるいは連携の取れた就労の形態をですね、取り組

んでいくということが必要になってこようと思います。ご存知のように、

現在６町の商工会におかれましても、現在合併へ向けた取り組みが行われ

ております。こういった商工会の組織でありますとか、これまで非常に連

携の薄かったハローワーク等、あるいは県の雇用開発協会等々の関連の機

関とも連携を取りながら、今後の雇用対策について取り組みをして参りた

いというふうに考えております。以上でございます。 

◯松 浦 議 長  続きまして、教育長、佐藤勝君の答弁を求めます。 

◯佐藤教育長  それでは先ほどのご質問についてお答えをさせてもらいたいと思いま

す。教育長といたしましては、先ほどの質問にもございましたし、願いは

皆同じだろうと思いますけれども、まさに安芸高田市内の学校で勉強して

みたいというような学校をつくりたいと思っておりますし、学校というも

のはただ単にそこにおる職員だけでなしに、その職員に元気が出るように

激励していただいたり、そして地域の人に｢頑張ってもらいたい｣あるいは

｢こういうふうな支援ができる｣というような声をかけてもらうことによ

って、学校の職員も私は元気が出るんではなかろうかなというように思っ

ております。そのためには学校の課題は今何なのか、どんなことをやりた

いかということを、きちんと校長は説明する責任があると、このように思

います。したがいまして、各学校は今年も学校経営計画を全てつくってお

ります。私のところには全てあります。全部見させてもらっております。

いつでも学校に行ってみて下さい。学校経営計画をつくって、数値目標が

できるものは全ての学校がつくっております。自信を持ってそのことはお

答えすることはできると思います。 

もう１つは、インターネットに基づいてホームページをつくりまして、

それを活用してもらうならば学校の様子も分かるようにしております。願
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わくば来年度もし予算がつくならば、教育要覧というものを、各学校の目

標値を定めた、あるいは経営方針を定めたものを１冊に綴じまして、そし

て市外から来られた人、あるいは市内から来られた人に見てもらうような

方策を考えていきたいというのが私の希望であります。 

もう１つは何と言いましても学校教育の中で一番求められるのは、学校

でないとできないと、いわゆる学力を付けることだろうと思います。本県

においては義務教育段階の学力が付いていないんではないかということ

で、平成１０年から基礎基本定着状況調査を実施しております。その結果

について安芸高田市の場合は市教委としては市の広報を通じまして、安芸

高田市内の実態と、そして抱えておる課題について公表いたしました。そ

れだけでは学校比較だけに終わると思いますので、その基礎基本定着状況

調査をしたことが、それぞれの学校の事業改善につながると、そのことを

きちんと保護者にも責任を持って話ができるというために、自分の学校の

結果はこうですと、こういうところに取り組んで参りますということを、

すべての学校が保護者にプリントにして配っておると思います。それをす

るように指導もして参りました。そういうことにつきましてはですね、市

の方で特色ある学校づくりにつきまして本年度予算計上してもらいまし

て、校長はですね、自分の学校の特色をいかに活かすかということで、そ

れぞれ一生懸命取り組んでおると思います。その取り組みの内容を理解し

てもらうために研究公開、学校公開というかたちで今年度、すべての小中

学校が公開をいたしました。参加される人ができるだけ多くなってもらえ

るようにということで、有線放送を通じまして市民の皆さんにも｢いつい

つ、こういうことがあります｣。例えば立松和平が講師で参りますという

こともですね、せっかく来ていただくわけですから、そういう機会も提供

したいというかたちの取り組みをしてきました。長く申し上げましたけれ

ども、この学校に来て良かったと子どもが思え、ここの学校に行かせて良

かったと保護者の人も思え、そしてあそこの学校があって良かったと地域

の人に思われるような教育を是非とも全精力を費やしてやっていきたい

と、このように思っております。以上でございます。 

◯松 浦 議 長  答弁を終わります。 

◯今 村 議 員  議長。 

◯松 浦 議 長  はい。再々質問を許します。今村義照君。 

◯今 村 議 員  実は、行財政改革論議をするということで、この質問をしたわけではな

いんですが、その大綱がですね、間もなく示されるということでございま

す。これをいつ頃までに示されるご予定なのか、そのご予定が分かればお

知らせを願いたいのと、先ほどの中に職員の適正な配置が必要であろうと

いうことでございまして、やはり各職員のそれぞれの仕事の中身、それか

らその取り組む姿勢、それから持っておる適正というのはですね、それが

示されて表面に出てきて初めて職員の適性というのが管理者にはわかる

んだというように私は思うわけですが、そういったことをですね、配置を

するためにはですね、そこらへんの条件が少し整理をされなきゃあ適切な
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のもはできんだろうと思うわけでございますが、その点について総務部長

はいかにお考えか、ということでございます。 

それから、教育の問題でございますが、確かに学校間のこれからの経営

方針、あるいは学校のことがそれぞれに示されるのはそれでいいと思うわ

けでございますが、やはり大切なのはそれこそ就学前教育からですね、高

等学校に至るまでの各学校の連携をいかにその市の方針としてそれを貫

くかということも、やはり大事な線だろうというふうに思うわけでござい

ます。そのことについて何か具体的な施策があればですね、お知らせを願

って、私の質問を終わりたいと思います。 

◯松 浦 議 長  ただ今の再々質問に対して答弁を求めます。総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長  行政改革大綱の策定、現在事務作業をさせていただいておりますが、策

定におきましては年度内の完了を見させていただきたいと思っておりま

す。それまでにはこうした随時また議員の皆様の方にもですね、ご説明で

きる中間的なかたちのものも整理をさせていただきたいというように考

えております。 

それと、職員の適性配置という項目もですね、この大綱の中に掲げてお

ります。確かに議員さんご指摘のですね、いろんな角度の精査の問題も出

てこようかと思いますけども、やはり基本的には組織機構の中でですね、

対応できる人材というものは必要になってこようと思います。 

合併以来、１０ヵ月を経過を見ておりますけども、大体ある程度の総括

的なようなかたちのものはできると思います。そういう職員の適性配置と

言いましょうか、そういう当然システム的な導入ということもですね、今

後の課題の中には、将来の中にはある程度大きくシステムを導入するとい

うことも考えていかなくてはならない項目は大綱の中にも掲げておりま

す。ただ、３月１日に合併をさせていただき、いろんな角度の現状の組織、

機構の中でですね、やはり市民の方にいろんな角度で早くサービスを提供

しなくてはならないという、多少組織的な面もですね、係的な面も対応で

きる必要があるんではなかろうかということで、ある程度の改正というも

のを今回課題として掲げさせていただいております。そういう状況の中で

そうした人材が早く市民のサービスに応えられるような体制づくりをで

すね、できるだけ早い時期に検討させていただく方がいいんじゃないかと

いうことを思っております。よろしくお願いいたします。以上でございま

す。 

◯松 浦 議 長  答弁を許します。教育長、佐藤勝君。 

◯佐藤教育長  はい。先ほどの連携教育についてお答えをしたいと思います。実は、小

学校入学したときの１年生は学級崩壊を来たすということは数年前から

言われておったことでありますが、ある人によりますとそれは学級担任の

責任ということもありますけれども、やはり教育をつなぎ、子どもの生き

様をつないでいって、そして教育の中で活かしていくということは、私は

大切なことだろうと、このように思います。したがいまして、これまでは

そういうのは安芸高田市ではなかったわけですが、今年度から幼稚園、保
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育所を含めた協議会と併せて小学校の先生方との一緒の連携協議会とい

うものを、１回、もう１１月に開いておりますし、またこれからも開く予

定にしております。そういう中で、子どもの教育をつなぎ、育ちをつない

でいく中で、本当の子どもたちが学校へ行って良かったと言われるような

体制をつくっていきたい。 

もう１つは小中連携ということでございます。義務教育の段階でござい

ますが、教育改革の川村元文部科学大臣も話をしておられましたけども、

９年間の教育課程を考えていくんだと、義務教育の中でどこまでやればよ

いかということを考えていくんだという１つの構想を持っておられます。

私はこれは大切なことだと思うんです。よくちまたでは中高連携、中高連

携ということがありますが、義務教育を担当しております市の教育委員会

としては、最も大切にしなければならないのは、我が市の中にある公立学

校がバラバラに教育をしておったのでは、何のことか分からない。やはり

ベクトルを１つにし、力を結集して目標に向かって頑張っていくと、そう

いう姿が市民にとっては一番望まれる姿ではないかというように思いま

す。 

このことにつきましては校長会はすべて小学校別、中学校別ということ

でなしに小中一緒に開いております。教頭会も一緒に開いております。そ

して同じ事を教育委員会として伝えております。中にはですね、幸いなこ

とに小学校に１校、中学校に１校になったということで小中連携の研究公

開も今年はございました。どこと言えばですね、語弊があるかもわかりま

せんが、まことに見事いものであったと私は聞いておりますし、これは県

内でもですね、トップクラスの小中連携校だと私は自信を持って皆さん方

に紹介をしていきたいと、このようにも思っておるところでございます。 

そして高等学校はどうだろうかということでございますが、高等学校に

つきましては先の議会でもあったと思いますけど、答弁させてもらいまし

たが、小中高等学校の校長会の連合会というものを、安芸高田市では組織

をしておりまして、そこの中でやはり地元の子どもたちは高等学校行って

も進路のきちんとした展望の持てるような教育をしてもらいたいと、そう

すれば市内の中学校の子どもが安心して、高い旅費や通学費を払わなくて

も学校へ行って希望を叶えることができるということをですね、小中校長

会の場で私の時間を１時間半ばかりもらいましたので思いを伝えたとこ

ろであります。思いは伝えましても実際に動いてくれるのは校長を中心と

した教職員でございます。幸いにしてですね、先ほども申し上げましたが

特色ある学校づくりについてですね、校長を中心にして学校が今、燃えて

おりますので、私もそういう意味ではですね、しっかり応援していきたい。

そしてこの１２月２７日にはですね、市内の校長、教頭、そして主任がほ

ぼですね、併せて１００名ばかりを集めまして、そこでマネージメントの

研修もいたしますし、教育委員長としてのですね、教育委員会の組織の長

である委員長としての講演もその中で聞いていただいて、教育委員会が考

えておること、そして学校経営の改善、教育改革に取り組んでいくという
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段取りを進めているところでございます。以上です。 

◯松 浦 議 長  以上で、今村義照君の質問を終わります。 

以上で、全ての一般質問を終結し、本日の日程を終了いたします。 

議事の都合により、明日２２日から２３日まで休会といたします。 

次回は２４日、午後１時から開会いたします。 

本日はこれにて散会いたします。 

ご苦労でございました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後２時２６分 散会 
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